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ま え が きま え が きま え が きま え が き

交通安全対策の総合的かつ計画的な推進を図るため，昭和４５年６月，交通安全対策

基本法（昭和４５年法律第１１０号）が制定されました。

これに基づき，４６年度以降，８次にわたる交通安全計画を作成し，県，市町村，関

係行政機関等が一体となって交通安全対策を強力に実施してきました。

その結果，１８０人が道路交通事故で死亡した昭和４６年と比較すると，第８次交通

安全計画の初年度である，平成１７年中の死者数は６８人と約３分の１に減少するに至

り，平成２２年中の死者数は４４人まで減少し「第８次徳島県交通安全計画」に定める

「５０人台前半，可能な限りゼロに近づける。」という抑止目標を達成することができ

ました。

これは，県，市町村，関係行政機関，関係民間団体のみならず県民を挙げた長年にわ

たる努力の成果です。

しかし，交通事故の発生件数は，平成１０年には６，０００件台となり，それ以降，

年々増加の一途を辿り，平成１３年には６，８００件台を超え，その後においても増減

を繰り返しながら，平成２０年には５，７００件台となったものの，以前高い状態で推

移し，今や事故そのものを減少させ，交通事故のない社会を目指すことが求められてい

ます。

交通事故の防止は，県，市町村，関係行政機関，関係民間団体だけでなく，県民一人

一人が全力を挙げて取り組まなければならない緊急かつ重要な課題であり，人命尊重の

理念の下に，交通事故のない社会を目指して，交通安全対策全般にわたる総合的かつ長

期的な施策の大綱を定め，これに基づいて諸施策を強力に推進していかなければなりま

せん。

この交通安全計画は，交通安全対策基本法第２５条第１項の規定に基づき，平成２３

年度から２７年度までの５か年間に講ずべき交通安全に関する施策の大綱を定めたも

ので，県，市町村及び関係行政機関においては，この交通安全計画に基づき，交通の状

況や地域の実態に即して，交通の安全に関する施策を具体的に定め，これを強力に実施

するものとします。

平成２３年５月

徳島県交通安全対策会議

会 長 飯 泉 嘉 門
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計 画計 画計 画計 画 のののの 基 本 理 念基 本 理 念基 本 理 念基 本 理 念

１１１１．．．．交通事故交通事故交通事故交通事故のないのないのないのない社会社会社会社会をををを目指目指目指目指してしてしてして

本県は，本格的な人口減少と超高齢社会の到来という新たな時代を迎えたところ

である。このような大きな環境変化を乗り越え，真に豊かで活力のある社会を構築

していくためには，その前提として，県民が安全で安心して暮らせる社会を実現す

ることが極めて重要である。

交通事故による被害者数が災害や犯罪等他の危険によるものと比べても圧倒的に

多いことを考えると，公共交通機関を始め，交通安全の確保は，安全で安心な社会

の実現を図っていくための重要な要素である。

したがって，その重要性が認識され，様々な対策がとられてきたところであるが，

依然として交通事故件数が高い水準で推移していることからすると，更なる対策の

実施が必要である。

人命尊重の理念に基づき，また交通事故がもたらす大きな社会的・経済的損失を

も勘案して，究極的には交通事故のない社会を目指すべきである。言うまでもなく，

交通事故のない社会は一朝一夕に実現できるものではないが，交通事故被害者の存

在に思いをいたし，交通事故を起こさないという意識の下，悲惨な交通事故の根絶

に向けて，今再び，新たな一歩を踏み出さなければならない。

２２２２．．．．人優先人優先人優先人優先のののの交通安全思想交通安全思想交通安全思想交通安全思想

文明化された社会においては，弱い立場にある者への配慮や思いやりが存在しな

ければならない。交通について言うと，道路については，自動車と比較して弱い立

場にある歩行者，すべての交通について，高齢者，障害者，子ども等の交通弱者の

安全を一層確保することが必要となる。このような「人優先」の交通安全思想を基

本とし，あらゆる施策を推進していくべきである。

３３３３．．．．施策推進施策推進施策推進施策推進にににに当当当当たってのたってのたってのたっての基本的基本的基本的基本的なななな考考考考ええええ方方方方

本計画においては，このような観点から，①道路交通，②鉄道交通，③踏切道に

おける交通のそれぞれの交通ごとに，計画期間内に達成すべき数値目標を設定する

とともに，その実現を図るために講じるべき施策を明らかにしていくこととする。

具体的には，交通社会を構成する人間，車両等の交通機関及びそれらが活動する

場としての交通環境という三つの要素について，それら相互の関連を考慮しながら，

交通事故の科学的な調査・分析や，政策評価を充実させ，可能な限り成果目標を設

定した施策を策定し，かつ，これを県民の理解と協力の下，強力に推進する。

((((1111)))) 人間人間人間人間にににに係係係係るるるる安全対策安全対策安全対策安全対策

交通機関の安全な運転を確保するため，運転する人間の知識・技能の向上，交

通安全意識の徹底，資格制度の強化，指導取締りの強化，運転の管理の改善，労

働条件の適正化等を図り，かつ，歩行者等の安全な移動を確保するため，歩行者

等の交通安全意識の徹底，指導の強化等を図るものとする。また，交通社会に参



- 2 -

加する県民一人一人が，自ら交通安全に関する意識を改革することが極めて重要

であることから，交通安全に関する教育，普及啓発活動を充実させる。この場合，

交通事故被害者等（交通事故の被害者及びその家族又は遺族。以下同じ。）の声を

直接県民が聞く機会を増やすことも・安全意識の高揚のためには有効である。

さらに，県民自らの意識改革のためには，住民が身近な地域や団体において，

地域の課題を認識し自ら具体的な目標や方針を設定したり，交通安全に関する各

種活動に直接かかわったりしていくなど，安全で安心な交通社会の形成に積極的

に関与していくような仕組みづくりが必要であり，市町村においても，それぞれ

の実情に応じて，かかる仕組みを工夫する必要がある。このようなことから，本

県交通安全計画や市町村交通安全計画の作成に当たっては，国の交通安全基本計

画を踏まえつつも，地域の交通情勢や社会情勢等の特徴を十分考慮するとともに，

地域の住民の意向を十分反映させる工夫も必要である。

((((2222)))) 交通機関交通機関交通機関交通機関にににに係係係係るるるる安全対策安全対策安全対策安全対策

人間はエラーを犯すものとの前提の下で，それらのエラーが事故に結び付かな

いように，不断の技術開発によってその構造，設備，装置等の安全性を高めると

ともに，各交通機関の社会的機能や特性を考慮しつつ，高い安全水準を常に維持

させるための措置を講じ，さらに，必要な検査等を実施し得る体制を充実させる。

((((3333)))) 交通環境交通環境交通環境交通環境にににに係係係係るるるる安全対策安全対策安全対策安全対策

機能分担された道路網の整備，交通安全施設等の整備，交通管制システムの充

実，効果的な交通規制の推進，交通に関する情報の提供の充実，施設の老朽化対

策等を図る。また，交通環境の整備に当たっては，人優先の考えの下，人間自身

の移動空間と自動車や鉄道等の交通機関との分離を図るなどにより，混合交通に

起因する接触の危険を排除する施策を充実させる。特に，道路交通においては，

通学路，生活道路，市街地の幹線道路等において，歩道の整備を積極的に実施す

るなど，人優先の交通安全対策の更なる推進を図る。

４４４４．ＩＴ．ＩＴ．ＩＴ．ＩＴのののの活用活用活用活用

これら三要素を結び付けるものとして，また，三要素それぞれの施策効果を高め

るものとして，情報の役割が重要である。情報社会が急速に進展する中で，安全で

安心な交通社会を構築していくためには情報を活用することが重要であり，特に，

情報通信技術（ＩＴ）の活用は人の認知や判断等の能力や活動を補い，また，人間

の不注意によるミスを打ち消し，さらには，それによる被害を最小限にとどめるな

ど交通安全に大きく貢献することが期待できる。このようなことから，高度道路交

通システム（ＩＴＳ）の取組を積極的に進める。また，有効かつ適切な交通安全対

策を講ずるため，その基礎として，交通事故原因の総合的な調査・分析の充実・強

化，必要な研究開発の推進を図る。

５５５５．．．．救助救助救助救助・・・・救急活動及救急活動及救急活動及救急活動及びびびび被害者支援被害者支援被害者支援被害者支援のののの充実充実充実充実

交通事故が発生した場合に負傷者の救命を図り，また，被害を最小限に抑えるた

め，迅速な救助・救急活動の充実，負傷者の治療の充実等を図ることが重要である。
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また，犯罪被害者等基本法（平成１６年法律第１６１号）の制定を踏まえ，交通安

全の分野においても一層の被害者支援の充実を図る。

６６６６．．．．参加参加参加参加・・・・協働型協働型協働型協働型のののの交通安全活動交通安全活動交通安全活動交通安全活動のののの推進推進推進推進

交通事故防止のためには，県，市町村，関係民間団体等が緊密な連携の下に施策

を推進するとともに，県民の主体的な交通安全活動を積極的に促進することが重要

であることから，県及び市町村の行う交通の安全に関する施策に計画段階から県民

が参加できる仕組みづくり，県民が主体的に行う交通安全総点検，地域におけるそ

の特性に応じた取組等により，参加・協働型の交通安全活動を推進する。

７７７７．．．．効果的効果的効果的効果的・・・・効率的効率的効率的効率的なななな対策対策対策対策のののの実施実施実施実施

現在，県及び市町村では厳しい財政事情にあるが，悲惨な交通事故の根絶に向け

て，交通安全対策については，こうした財政事情を踏まえつつも，交通安全を確保

することができるよう取組を進めることが必要である。そのため，地域の交通実態

に応じて，少ない予算で最大限の効果を挙げることができるような対策に集中して

取り組むとともに，ライフサイクルコストを見通した信号機等の整備を図るなど効

率的な予算執行に配慮する。

また，交通の安全に関する施策は多方面にわたっているところ，これらは相互に

密接な関連を有するので，有機的に連携させ，総合的かつ効果的に実施することが

肝要である。また，これらの施策は，少子高齢化，国際化等の社会情勢の変化や交

通事故の状況，交通事情等の変化に弾力的に対応させるとともに，その効果等を勘

案して，適切な施策を選択し，これを重点的かつ効果的に実施するものとする。

さらに，交通の安全は，交通需要や交通の円滑性・快適性と密接な関連を有する

ものであるので，自動車交通量の拡大の抑制等によりこれらの視点にも十分配慮す

るとともに，沿道の土地利用や道路利用の在り方も視野に入れた取組を行っていく

ものとするほか，地震や津波等に対する防災の観点にも適切な配慮を行うものとす

る。

８８８８．．．．公共交通公共交通公共交通公共交通におけるにおけるにおけるにおける一層一層一層一層のののの安全安全安全安全のののの確保確保確保確保

このほか，県民の日常生活を支え，一たび交通事故等が発生した場合には大きな

被害となる公共交通の一層の安全を確保するため，監査の充実・強化を図るととも

に，事業者が社内一丸となった安全管理体制を構築・改善し，国がその実施状況を

確認する運輸安全マネジメント評価を充実・強化する。
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第第第第 １１１１ 章 道 路 交 通章 道 路 交 通章 道 路 交 通章 道 路 交 通 のののの 安 全安 全安 全安 全
１ 交通事故のない社会を目指して

① 人命尊重の理念に基づき，究極的には

交通事故のない社会を目指す。

② 今後は，死者数の一層の減少に取り組

むことはもちろんのこと，事故そのものの

減少についても積極的に取り組む必要があ

る。

２ 計画期間

平成２３年度から平成２７年度までの５か年間

３ 交通事故死傷者数の目標数値の設定

① 交通事故死者数を３０人台後半，可能な限りゼロに近づ

ける。（３０日以内死者数も同様に減少させる）

② 死傷者数を確実に減少させる。

４ 道路交通の安全についての対策

～今後の道路交通安全対策を考える４つの視点～

① 高齢者及び子どもの安全確保

② 歩行者及び自転車の安全確保

③ 生活道路及び幹線道路における安全確保

④ 県民自らの意識改革

【７つの講じようとする施策】

① 道路交通環境の整備

② 交通安全思想の普及徹底

③ 安全運転の確保

④ 車両の安全性の確保

⑤ 道路交通秩序の維持

⑥ 救助・救急活動の充実

⑦ 損害賠償の適正化を始めとした被害者支援の推進
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第第第第１１１１節 交通事故節 交通事故節 交通事故節 交通事故のないのないのないのない社会社会社会社会をををを目指目指目指目指してしてしてして

安全で安心な社会を実現させ，高齢者，障害者等を含むすべての人々が，相互理解

と思いやりをもって行動する共生の交通社会の形成を図ることが必要である。

人命尊重の理念に基づき，究極的には，交通事故のない社会を目指すべきであり，

積極的に交通安全対策を実施することにより，交通事故を減少させることができるの

ではないかと考える。

今後とも，死者数の一層の減少に取り組むことはもちろんのこと，事故そのものの

減少についても積極的に取り組む必要がある。

特に，交通事故死者数に占める歩行者の割合が高くなっており，人優先の交通安全

思想の下，歩道の整備等により歩行者の安全確保を図ることが重要である。

また，交通安全は，地域社会と密接な関係を有することから，地域の交通事情等を

踏まえた上で，それぞれの地域における活動を強化していくことが重要であり，交通

に関する新たな仕組みや方策を生み出していくなど，県，市町村の役割が極めて大き

い。

その上で，行政，学校，家庭，職場，団体，企業等が役割分担しながらその連携を

強化し，また住民が，交通安全に関する各種活動に対して，その計画，実行，評価の

各場面において様々な形で積極的に参加し，協働していくことが有効である。

中でも，交通事故被害者等は，交通事故により家族を失い，傷害を負わされるなど

交通事故の悲惨さを我が身をもって経験し，理解していることから，交通事故被害者

等の参加や協働は重要である。

さらに，地域の安全性を総合的に高めていくためには，交通安全対策を防犯や防災

と併せて一体的に推進していくことが有効かつ重要である。
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第第第第２２２２節 交通安全節 交通安全節 交通安全節 交通安全についてのについてのについてのについての目標目標目標目標

ⅠⅠⅠⅠ 交通事故交通事故交通事故交通事故のののの現状現状現状現状とととと今後今後今後今後のののの見通見通見通見通しししし

１１１１ 交通事故交通事故交通事故交通事故のののの現状現状現状現状

本県の交通事故発生件数は，昭和４６年に７，４７５件とピークをむかえ，そ

の後増減を繰り返しつつ平成１０年には６，１７３件となり，平成１９年までの

１０年間連続して６，０００件台で推移した。翌平成２１年には５，７６０件と

なり，その後３年連続して５，０００件台となっている。

また，交通事故による２４時間死者数は，昭和４６年に１８０人を数えたが，

翌年からは着実に減少し，昭和５２年には９０人まで半減した。その後は増減を

繰り返し，昭和６１年には６０人となった。しかし，平成９年には１００人と増

加に転じたが，平成１４年には６９人，平成２０年には道路交通法が施行された

昭和３５年以降最も少ない４２人を記録，平成２２年には４４人となり，平成２

２年度を最終年度とする第８次徳島県交通安全計画の「交通事故死者５０人台前

半，可能な限りゼロに近づける。」とする目標を達成することができた。

【【【【参考参考参考参考】】】】これまでのこれまでのこれまでのこれまでの交通安全計画交通安全計画交通安全計画交通安全計画のののの目標値目標値目標値目標値とととと実数値実数値実数値実数値

第第第第１１１１次徳島県交通安全計画次徳島県交通安全計画次徳島県交通安全計画次徳島県交通安全計画（昭和４６年度～５０年度）

実数値：昭和５０年１０２人

第第第第２２２２次徳島県交通安全計画次徳島県交通安全計画次徳島県交通安全計画次徳島県交通安全計画（昭和５１年度～５５年度）

実数値：昭和５５年１０３人

第第第第３３３３次徳島県交通安全計画次徳島県交通安全計画次徳島県交通安全計画次徳島県交通安全計画（昭和５６年度～６０年度）

実数値：昭和６０年９０人

第第第第４４４４次徳島県交通安全計画次徳島県交通安全計画次徳島県交通安全計画次徳島県交通安全計画（昭和６１年度～平成２年度）

目標値：８０人以下 実数値：平成２年９６人

第第第第５５５５次徳島県交通安全計画次徳島県交通安全計画次徳島県交通安全計画次徳島県交通安全計画（平成３年度～７年度）

目標値：８０人以下 実数値：平成７年９３人

第第第第６６６６次徳島県交通安全計画次徳島県交通安全計画次徳島県交通安全計画次徳島県交通安全計画（平成８年度～１２年度）

目標値：７０人台以下，限りなくゼロに近い数に定着させる。

実数値：平成１２年７３人

第第第第７７７７次徳島県交通安全計画次徳島県交通安全計画次徳島県交通安全計画次徳島県交通安全計画（平成１３年度～１７年度）

目標値：７０人台以下，可能な限りゼロに近づける。

実数値：平成１７年６８人

第第第第８８８８次徳島県交通安全計画次徳島県交通安全計画次徳島県交通安全計画次徳島県交通安全計画（平成１８年度～２２年度）

目標値：５０人台前半，可能な限りゼロに近づける。

実数値：平成２２年４４人

近年の交通死亡事故の発生状況をみると，その特徴は次のとおりである｡

① ６５歳以上の高齢者の死者数が高水準で推移しており，全死者数の約半数

を占めており，このうち，高齢者の歩行中及び自転車乗用中の死者数が高齢

者の死者数の約６割以上を占めている。また，近年，高齢運転者による死亡

事故件数が増加している。
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② １６歳から２４歳までの若者の死者数が大きく減少しており，特に自動車

乗車中の減少が顕著である。

③ 最高速度違反及び飲酒運転による死亡事故件数が減少している。

近年の交通死亡事故が減少している理由としては，道路交通環境の整備，交通

安全思想の普及徹底，安全運転の確保，車両の安全性の確保，道路交通秩序の維

持，救助・救急活動の充実等の諸対策が効果を発揮したほか，主な要因としては，

次のものが挙げられる。

① 飲酒運転等悪質・危険性の高い事故の減少

② シートベルト着用者率の向上に伴う致死率（自動車乗車中）の低下

③ 危険認知速度（車両の事故直前速度）の低下

④ 法令違反の歩行者の減少

⑤ 車両の安全性の向上

２２２２ 道路交通道路交通道路交通道路交通をををを取取取取りりりり巻巻巻巻くくくく状況状況状況状況のののの展望展望展望展望

本県の道路交通を取り巻く今後の状況は，運転免許保有者数，車両保有台数，

自動車走行台キロ共に増加することが見込まれる。また，このような道路交通の

量的拡大に加え，交通死亡事故の当事者となる比率の高い高齢者人口の増加，中

でも高齢者の運転免許保有者の増加は，道路交通にも大きな影響を与えるものと

考えられる。

３３３３ 交通事故交通事故交通事故交通事故のののの見通見通見通見通しししし

本県を取り巻く道路交通情勢は，経済社会情勢の動向に伴い今後複雑に変化す

ると見込まれ，将来の交通事故の状況については，正確には見極め難いところで

あるが，本県の人口は，漸減傾向で推移している反面，高齢人口は年々増加を続

け平成３２年にはピークを迎え，高齢者のうち後期高齢者（７５歳以上の高齢

者）が増加していくことが予測される。また，運転免許人口においても増加傾向

で推移しており，特に，高齢者の運転免許人口は，平成３２年頃をピークとして

本県の運転免許人口の３人に１人までが高齢者になると予測される等，県民の車

両保有台数の増加，道路の整備率等の交通事故の諸要因を一定の前提のもとに推

定して，将来の交通事故を予測すると，高齢者の歩行中及び自転車乗用中の事故，

高齢運転者による死者数が増加するものと見込まれ，現状よりなお一層憂慮すべ

き事態になることが懸念される。
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ⅡⅡⅡⅡ 交通安全計画交通安全計画交通安全計画交通安全計画におけるにおけるにおけるにおける目標目標目標目標

交通事故のない社会を達成することが究極の目標であり，国においては「平成３

０年を目途に，交通事故死者数を半減させ，これを２，５００人以下とし，世界一

安全な道路交通の実現を目指す。」という目標の実現を図ることとし，平成２３年度

を初年度とする第９次の交通安全計画の最終年である平成２７年までには，３年間

の相違を考慮し，年間の２４時間死者数を３，０００人以下にすることを目指すも

のである。

このことは，２４時間死者数のみならず，およそ道路交通事故に起因する死者数

（３０日以内死者数等）を同様に減少させることを意味している。

もとより，本計画における最優先の目標は死者数の減少であるが，今後はさらに，

死者数減少を始めとする交通安全対策を実施するに当たり，事故そのものの減少や

死傷者数の減少にも一層積極的に取り組み，死傷者数を確実に減少させることを目

指すものである。

本県では人命尊重の理念に立って，各種施策を総合的かつ強力に推進することに

より，交通事故による死傷者数の減少に努め，第９次徳島県交通安全計画の最終年

である平成２７年までの交通事故死者数を「３０人台後半，可能な限りゼロに近づ

ける。」ことを目標とする。

そのため，県，警察，市町村，関係行政機関は，県民の理解と協力により，第３

節に掲げた諸施策を総合的かつ強力に推進し，交通事故のない「安全・安心とくし

ま」の実現を目指すものである。
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第第第第３３３３節 道路交通節 道路交通節 道路交通節 道路交通のののの安全安全安全安全についてのについてのについてのについての対策対策対策対策

ⅠⅠⅠⅠ 今後今後今後今後のののの交通安全対策交通安全対策交通安全対策交通安全対策をををを考考考考えるえるえるえる視点視点視点視点

近年，道路交通事故の発生件数並びに道路交通事故による死者数及び死傷者数が

減少していることにかんがみると，これまでの交通安全計画に基づき実施されてき

た対策には一定の効果があったものと考えられる。このため，従来の交通安全対策

を基本としつつ，経済社会情勢，交通情勢の変化等に対応し，また，実際に発生し

た交通事故に関する情報の収集，分析を充実し，より効果的な対策への改善を図る

とともに，有効性が見込まれる新たな対策を推進する。

対策の実施に当たっては，可能な限り，対策ごとの目標を設定するとともに，そ

の実施後において効果評価を行い，必要に応じて改善していくことも必要である。

このような観点から，

①道路交通環境の整備

②交通安全思想の普及徹底

③安全運転の確保

④車両の安全性の確保

⑤道路交通秩序の維持

⑥救助・救急活動の充実

⑦損害賠償の適正化を始めとした被害者支援の推進

といった７つの柱により，交通安全対策を実施する。

その際，最近及び今後の経済社会情勢や交通情勢等を踏まえると，今後対策を実

施していくに当たっては，特に，次のような視点を重視して対策の推進を図ってい

くべきである。

１１１１ 高齢者及高齢者及高齢者及高齢者及びびびび子子子子どものどものどものどもの安全確保安全確保安全確保安全確保

本県は高齢者の死者の占める割合が極めて高いこと，今後も高齢化は急速に進

むことを踏まえると，高齢者が安全にかつ安心して外出したり移動したりできる

ような交通社会の形成が必要である。

その際には，多様な高齢者の実像を踏まえたきめ細かな総合的な交通安全対策

を推進するべきであり，また，交通モードによる相違，すなわち，高齢者が主と

して歩行及び自転車等を交通手段として利用する場合と，自動車を運転する場合

の相違に着目し，それぞれの特性を理解した対策を構築するべきである。特に，

後者については，今後，高齢運転者が大幅に増加することが予想されることから，

高齢者が事故を起こさないようにするための対策を強化することが喫緊の課題で

ある。

また，加齢による身体機能の変化にかかわりなく，高齢者が交通社会に参加す

ることを可能にするため，年齢等にかかわらず多様な人々が利用しやすいよう都

市や生活環境を設計するとの考え方に基づき，バリアフリー化された道路交通環

境の形成を図ることも重要である。

さらに，高齢者の交通安全を図っていくためには，交通安全活動を，高齢者が

日常的に利用する機会の多い医療機関や福祉施設等と連携して実施していくこと

や，高齢者の事故が居住地の近くで発生することが多いことから，地域における
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生活に密着した交通安全活動を充実させることが重要である。

また，高齢社会の進展と同時に考えなければならないのが少子化の進展である。

安心して子どもを生み，育てることができる社会を実現するためには，防犯の観

点はもちろんのこと，子どもを交通事故から守る観点からの交通安全対策が一層

求められる。

このため，子どもの安全を確保する観点から，通学路等において歩道等の歩行

空間の整備を積極的に推進する必要がある。

２２２２ 歩行者及歩行者及歩行者及歩行者及びびびび自転車自転車自転車自転車のののの安全確保安全確保安全確保安全確保

本県では，交通事故死者に占める歩行者の割合が約３割近くを占め，特に，高

齢者では歩行者が高い割合を占めている。

安全で安心な社会の実現を図るためには，自動車と比較して弱い立場にある歩

行者の安全を確保することが必要不可欠であり，特に，高齢者，障害者，子ども

にとって，身近な道路の安全性を高めることがより一層求められている。

このような情勢等を踏まえ，人優先の考えのもと，通学路，生活道路，市街地

の幹線道路等において歩道の整備等による歩行空間の確保を一層積極的に進める

など，歩行者の安全確保を図る対策を推進していく必要がある。

自転車については，自動車と衝突した場合には被害を受ける反面，歩行者と衝

突した場合には加害者となるため，それぞれの対策を講じる必要がある。

自転車の安全利用を促進するためには，生活道路や市街地の幹線道路において，

自動車や歩行者と自転車利用者の共存を図ることができるよう，自転車の走行空

間の確保を積極的に進める必要があり，特に，自転車の走行区間の確保を進める

に当たっては，自転車交通の在り方や多様なモード間の分担の在り方を含め，ま

ちづくり等の観点にも配慮する必要がある。また，自転車利用者については，自

転車の交通ルールに関する理解が不十分なことも背景として，ルールやマナーに

違反する行動が多いことから，交通安全教育等の充実を図る必要がある。

さらに，駅前や繁華街の歩道上など放置自転車が問題となっている場合には，

自転車駐車場の整備等放置自転車対策を進める必要がある。

３３３３ 生活道路及生活道路及生活道路及生活道路及びびびび幹線道路幹線道路幹線道路幹線道路におけるにおけるにおけるにおける安全確保安全確保安全確保安全確保

車道幅員５．５メートル未満の道路における交通死亡事故件数の推移をみると，

全死亡事故件数の減少傾向と比較して緩やかな減少となっており，全死亡事故件

数に占める割合は増加傾向にある。また，歩行者・自転車利用者の死者数，死傷

者数の割合も高い水準で推移している。このような状況を踏まえると，今後は生

活道路において自動車の速度抑制を図るための道路交通環境の整備，交通指導取

締りの強化，安全な走行の普及等の対策を講じるとともに，幹線道路を走行すべ

き自動車が生活道路へ流入することを防止するための幹線道路における交通安全

対策及び交通流 の円滑化を推進するなど，生活道路における交通の安全を確保す

るための総合的な対策を一層推進する必要がある。このためには，地域住民の主

体的な参加と取組が不可欠であり，対策の検討や関係者間での合意形成において

中心的な役割を果たす人材の育成も重要な課題となる。

また，依然として，交通事故死者数の４分の３を占める幹線道路における対策
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については，

①事故データ等により集中的に対策を講じるべき事故発生の危険性が高い特定

の区間を明確にし，

②蓄積した効果データを活用し，事故原因に即した効果の高い対策を立案し，

③対策完了後の効果を評価し，評価結果を次の新たな対策の検討に反映する，

といった「事故ゼロプラン」を推進し，交通安全対策の効果の更なる向上を図る

必要がある。

４４４４ 県民自県民自県民自県民自らのらのらのらの意識改革意識改革意識改革意識改革

交通行政に携わる者，交通機関にかかわる者を含め，交通社会に参加するすべ

ての県民が，交通事故の危険性を十分認識した上で，交通事故のない社会を目指

し，交通事故を起こさない，交通事故にあわないという意識を再確認すべきであ

る。

そのためには，交通安全教育や交通安全に関する広報啓発活動を一層充実すべ

きであるが，一方的な情報提供や呼び掛けにとどまるならば，効果は限定的であ

り，県民が自ら安全で安心な交通社会を構築していこうとする前向きな意識を持

つようにすることが重要である。

このため，住民が身近な地域や団体において，自ら具体的な目標や方針を設定

したり，交通安全に関する各種活動に直接かかわったりしていくなど，安全で安

心な交通社会の形成に積極的に関与していくような仕組みづくりが必要であり，

それぞれの実情に応じて，かかる仕組みを工夫することが必要である。

さらに，その目標を設定するに際しては，交通事故死者数や交通事故件数等と

は異なる地域に根ざした何らかの具体的な指標（例えば，高齢者，子ども等特定

の年齢階層に着目した指標等）を生み出すことも，住民の交通安全意識を高める

上で効果的である。

また，市町村交通安全計画の作成に当たっては，県の交通安全計画を踏まえつ

つも，地域の交通情勢や社会情勢等の特徴を十分考慮するとともに，地域の住民

の意向を十分反映させる工夫が必要である。

さらに，交通事故の被害者やその遺族の声を直接聞く機会を増やすことも安全

意識の高揚のためには有効である。



1
※
TDM：Transportation Demand Management

2
※
ITS：Intelligent Transport Systems
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ⅡⅡⅡⅡ 講講講講じようとするじようとするじようとするじようとする施策施策施策施策

１１１１ 道路交通環境道路交通環境道路交通環境道路交通環境のののの整備整備整備整備

道路交通環境の整備については，これまでも県，警察，国土交通省，市町村等の

関係機関が連携し，幹線道路と生活道路の両面で対策を推進してきたところであり，

幹線道路の事故多発地点対策等で一定の事故抑止効果が確認されている。

しかし，全死傷事故件数の約７割，全死者数の約８割を幹線道路における事故が

占めているほか，歩行者・自転車が関連する死傷事故も，幹線道路，生活道路と

も増加傾向にある状況である。

このような状況から，引き続き幹線道路における安全対策を推進する一方で，生

活道路における安全対策をより一層推進することが必要であり，今後の道路交通環

境の整備を考えるに当たっては，以下の２つの基本戦略に基づき，引き続き効果

的・効率的な取組を進めていくこととする。

○ 施策パフォーマンスの追求

現下の厳しい財政状況の中で効果的な対策を推進するためには，限られた予

算の中で交通事故対策への投資効率を最大限高めることが必要である。このた

め，科学的なデータや，地域の顕在化したニーズ等に基づき，事故要因や有効

な対策について十分な分析を行った上で，地域の実情を踏まえつつ，生活道路

と幹線道路での交通事故対策を両輪とした効果的・効率的な対策に取り組む。

○ 地域や住民の主体性の重視

道路交通環境の整備を効果的・効率的に進めていくためには，地域や地元住

民が自ら安全で安心な交通社会を構築していこうとする前向きな意識を持つこ

とが重要であることから，計画の策定や事業の実施に積極的に参画・協力して

いく仕組みをつくるなど，道路交通環境整備における地域や住民の主体性を重

視する取組を推進する。

また，少子高齢化が一層進展する中で，子どもを事故から守り，高齢者や障害者

が安全にかつ安心して外出できる交通社会の形成を図る観点から，安全・安心な歩

行空間が確保された人優先の道路交通環境整備の強化を図っていくものとする。

そのほか，道路交通の円滑化を図ることによる交通安全の推進を図るため，道路

利用の仕方に工夫を求め，輸送効率の向上や交通量の時間的・空間的な平準化を図

る交通需要マネジメント（ＴＤＭ
1 ※）施策を総合的に推進するとともに，最先端の

情報通信技術（ＩＴ）等を用いて，人と道路と車とを一体のシステムとして構築し，

安全性，輸送効率及び快適性の向上を実現するとともに，渋滞の軽減等の交通の円

滑化を通じて環境保全に寄与することを目的とした高度道路交通システム（ＩＴＳ
2

※）の開発・普及等を推進する。

((((1111)))) 生活道路等生活道路等生活道路等生活道路等におけるにおけるにおけるにおける人優先人優先人優先人優先のののの安全安全安全安全・・・・安心安心安心安心なななな歩行空間歩行空間歩行空間歩行空間のののの整備整備整備整備

これまで一定の成果を上げてきた交通安全対策は，主として「車中心」の対策

であり，歩行者の視点からの道路整備や交通安全対策は依然として十分とはいえ
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ず，また，生活道路への通過交通の流入等の問題も依然として深刻である。

このため，地域の協力を得ながら，通学路，身近な生活道路等において，

「人」の視点に立った交通安全対策を推進していく必要がある。

アアアア 生活道路生活道路生活道路生活道路におけるにおけるにおけるにおける交通安全対策交通安全対策交通安全対策交通安全対策のののの推進推進推進推進

「あんしん歩行エリア」を中心とする歩行者・自転車に係る死傷事故発生割合

が大きい生活道路において，公安委員会及び道路管理者が連携して，面的かつ

総合的な事故抑止対策を実施する。このため，計画策定の段階から地域住民が

参画し，ワークショップなどを通じて地域住民自らの課題として認識するとと

もに，関係者間での合意形成の下，様々な対策メニューの中から地域の実情を

踏まえた適切な対策を選択して，その実施に取り組む。

公安委員会においては，交通規制，交通管制及び交通指導取締りの融合に配

意した施策を推進する。具体的には，エリア内の生活道路を中心に，歩行者・

自転車利用者の安全を確保するため，道路標識・道路標示の高輝度化や信号灯

器のＬＥＤ化，路側帯の設置・拡幅，ゾーン規制の活用等の安全対策や外周幹

線道路を中心に信号機の高度化等の円滑化対策を実施するとともに，高齢者，

障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成18年法律第91号。バリア

フリー新法）の特定経路を構成する道路を中心に音響信号機，高齢者等感応信

号機等のバリアフリー対応型信号機の整備，歩行者と自動車の流れを分離して

歩行者と自動車を錯綜させない動線とすることにより歩行者と自動車の事故を

防止する歩車分離式信号の導入を推進する。

道路管理者においては，歩道の整備，歩行空間のバリアフリー化，ハンプ，

クランク等車両速度を抑制する道路構造等により，歩行者や自転車の通行を優

先するゾーンを形成するゾーン対策，外周幹線道路の交通を円滑化するための

交差点改良やエリア進入部におけるハンプ・狭さくの設置等によるエリア内へ

の通過車両の抑制対策を実施する。

また，通過車両の進入を抑え，歩行者等の安全確保と生活環境の改善を図る

ため，歩車共存道路（歩行者の通行を優先させるため，車両速度を抑制するハ

ンプ（車道幅を一部盛り上げたもの）やクランク（車道をジグザグにしたも

の）等を整備した道路），コミュニティ道路（歩行者の通行を優先させるため，

車両速度を抑制するハンプ・クランクや歩行者を物理的に分離するための縁石

等を整備した道路）等の整備を推進するとともに，道路標識の高輝度化・大型

化・可変化・自発光化，標示板の共架，設置場所の統合・改善，道路標示の高

輝度化等（以下「道路標識の高輝度化等」という。）を行い，見やすく分かりや

すい道路標識・道路標示とするなど視認性の向上を図る。

イイイイ 通学路等通学路等通学路等通学路等のののの歩道整備等歩道整備等歩道整備等歩道整備等のののの推進推進推進推進

小学校，幼稚園，保育所及び児童館等に通う児童や幼児の通行の安全を確保

するため，通学路等の歩道整備等を積極的に推進する。この際，市街地など歩

道等の整備が困難な地域においては，路肩のカラー舗装や防護柵設置等の簡易

な方法を含めて，安全・安心な歩行空間の創出を推進する。このほか，押ボタ

ン式信号機，歩行者用灯器等の整備，立体横断施設の整備，横断歩道等の拡充

により，通学路等の整備を図る。
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ウウウウ 高齢者高齢者高齢者高齢者，，，，障害者等障害者等障害者等障害者等のののの安全安全安全安全にににに資資資資するするするする歩行空間等歩行空間等歩行空間等歩行空間等のののの整備整備整備整備

(ｱ) 高齢者や障害者等を含め全ての人が安全に安心して参加し活動できる社会

を実現するため，駅，公共施設，福祉施設，病院等の周辺を中心に平坦性が

確保された幅の広い歩道等を積極的に整備する。

このほか，歩道の段差・傾斜・勾配の改善，バリアフリー対応型信号機，

歩車分離式信号，昇降装置付立体横断施設，歩行者用休憩施設，自転車駐車

場，身体障害者用の駐車ます等を有する自動車駐車場等を整備する。併せて，

高齢者，障害者等の通行の安全と円滑を図るとともに，高齢運転者の増加に

対応するため，信号灯器のＬＥＤ化，道路標識の高輝度化等を推進する。

また，駅前等の交通結節点において，エレベーター等の設置，スロープ化

や建築物との直結化が図られた立体横断施設，交通広場等の整備を推進し，

歩きたくなるような安全で快適な歩行空間を積極的に確保する。

特に，バリアフリー新法に基づき，重点整備地区に定められた徳島駅の周

辺地区等においては，公共交通機関等のバリアフリー化と連携しつつ，誰も

が歩きやすい幅の広い歩道，道路横断時の安全を確保する機能を付加したバ

リアフリー対応型信号機等ネットワーク化を図る。

また，バリアフリー歩行空間が有効利用されるよう，高齢者を始めとする

歩行者等に対して，視覚障害者誘導用ブロック，歩行者用の案内標識，バリ

アフリーマップ等により，公共施設の位置や施設までの経路等を適切に案内

する。

(ｲ) 横断歩道，バス停留所付近の違法駐車等の悪質性，危険性，迷惑性の高い

駐車違反に対する取締りを強化するとともに，高齢者，障害者等の円滑な移

動を阻害する要因となっている歩道や視覚障害者誘導用ブロック上等の自動

二輪車等の違法駐車についても，放置自転車等の撤去を行う市町村と連携を

図りつつ積極的な取締りを推進する。

エエエエ 無電柱化無電柱化無電柱化無電柱化のののの推進推進推進推進

安全で快適な通行空間の確保，都市景観の向上・都市災害の防止，情報通信ネ

ットワークの信頼性の向上等の観点から無電柱化を一層推進するため，「無電柱

化推進計画」に基づき，町中の幹線道路だけでなく，歴史的街並みを保存すべき

地区等における主要な非幹線道路を含めて，無電柱化を積極的に推進する。

((((2222)))) 幹線道路幹線道路幹線道路幹線道路におけるにおけるにおけるにおける交通安全対策交通安全対策交通安全対策交通安全対策のののの推進推進推進推進

幹線道路における交通安全に資する道路整備事業については，交通事故対策へ

の投資効率を最大限高めるため，事故の危険性が高い特定の区間を選定し，事故

要因に即した効果の高い対策を実施する「事故ゼロプラン」を必要に応じ，推進

する。また，基本的な交通の安全を確保するため，高規格幹線道路から居住地域

内道路に至るネットワークによって適切に機能が分担されるよう道路の体系的整

備を推進するとともに，他の交通機関との連携強化を図る道路整備を推進する。

また，一般道路に比べて安全性が高い高規格幹線道路の利用促進を図る。

アアアア 事故事故事故事故ゼロプランゼロプランゼロプランゼロプラン（（（（事故危険区間重点解消作戦事故危険区間重点解消作戦事故危険区間重点解消作戦事故危険区間重点解消作戦））））のののの推進推進推進推進

交通安全に資する道路整備事業の実施に当たって，効果を科学的に検証しつつ，

マネジメントサイクルを適用することにより，効率的・効果的な実施に努め，少
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ない予算で最大の効果を獲得できるよう，次の手順により「事故ゼロプラン」を

推進する。

(ｱ) 国道・県道における死傷事故は特定の区間に集中していることを踏まえ，

死事故率の高い区間や地域の交通安全の実情を反映した区間等，事故の危険

性が高い特定の区間を第三者の意見を参考にしながら選定する。

(ｲ) 事故データより，卓越した事故類型や支配的な事故要因等を明らかにした

上で，今後蓄積していく対策効果データを活用しつつ，事故要因に即した効

果の高い対策を立案・実施する。

(ｳ) 対策完了後は，対策の効果を分析・評価し，必要に応じて追加対策を行う

など，評価結果を次の新たな対策の検討に活用する。

イイイイ 事故危険箇所対策事故危険箇所対策事故危険箇所対策事故危険箇所対策のののの推進推進推進推進

死傷事故率が高く，又は死傷事故が多発している交差点，区間を「事故危険

箇所」として指定し，公安委員会と道路管理者が連携して集中的な事故抑止対

策を推進する。事故危険箇所においては，信号機の新設・高度化，道路標識の

高輝度化等，歩道等の整備，交差点改良，視距の改良，付加車線等の整備，中

央帯の設置，バス路線等における停車帯の設置及び防護さく，区画線等の整備，

道路照明・視線誘導標等の設置等の対策を推進する。

ウウウウ 幹線道路幹線道路幹線道路幹線道路におけるにおけるにおけるにおける交通規制交通規制交通規制交通規制

一般道路については，交通の安全と円滑化を図るため，道路の構造，交通安

全施設の整備状況，交通の状況等を勘案しつつ，速度規制及び追越しのための

右側部分はみ出し通行禁止規制等について見直しを行い，その適正化を図る。

また，新規供用の高速自動車国道等については，道路構造，交通安全施設の

整備状況等を勘案し，安全で円滑な交通を確保するため，適正な交通規制を実

施するとともに，既供用の高速自動車国道等については，交通流の変動，道路

構造の改良状況，交通安全施設の整備状況，交通事故の発生状況等を総合的に

勘案して，交通実態に即した交通規制となるよう見直しを推進する。特に，交

通事故多発区間においては，追越しのための右側部分はみ出し通行禁止規制，

速度規制等の必要な安全対策を推進する。また，交通事故，異常気象等の交通

障害発生時においては，その状況に即し，臨時交通規制を迅速かつ的確に実施

し，二次事故の防止を図る。

エエエエ 重大事故重大事故重大事故重大事故のののの再発防止再発防止再発防止再発防止

社会的に大きな影響を与える重大事故が発生した際には，速やかに当該箇所

の道路交通環境等事故発生の要因について調査するとともに，事故要因に即し

た所要の対策を早急に講ずることにより，当該事故と同様な事故の再発防止を

図る。

オオオオ 適切適切適切適切にににに機能分担機能分担機能分担機能分担されたされたされたされた道路網道路網道路網道路網のののの整備整備整備整備

(ｱ) 高規格幹線道路から居住地域内道路に至るネットワークを体系的に整備す

るとともに，歩道や自転車道等の整備を積極的に推進し，歩行者，自転車，

自動車等の異種交通の分離を図る。

(ｲ) 一般道路に比較して死傷事故率が低く安全性の高い高規格幹線道路，地域

高規格道路等を整備し，より多くの交通量を分担させることによって道路ネ

ットワーク全体の安全性を向上させる。
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(ｳ) 通過交通の排除と交通の効果的な分散により，市街地における道路の著し

い混雑，交通事故の多発等の防止を図るため，バイパス及び環状道路等の整

備を推進する。

(ｴ) 幹線道路で囲まれた居住地域内や歩行者等の通行の多い商業地域内等にお

いては，通過交通をできる限り幹線道路に転換させるなど道路機能の分化に

より，生活環境を向上させるため，補助的な幹線道路，区画道路，歩行者専

用道路等の系統的な整備，区画道路におけるコミュニティ道路や歩車共存道

路（歩道等の整備が困難な場合において，ハンプや狭さく等を組み合わせる

ことにより車の速度を抑制し，歩行者等の安全を確保する道路）等の交通安

全施設整備を総合的に実施する。

(ｵ) 県民のニーズに応じた効率的な輸送体系を確立し，道路混雑の解消等円滑

な交通流が確保された良好な交通環境を形成するため，道路交通，鉄道，海

運，航空等複数の交通機関の連携を図るマルチモーダル施策を推進し，鉄道

駅等の交通結節点，空港，港湾の交通拠点へのアクセス道路の整備等を実施

する。

カカカカ 高速自動車国道等高速自動車国道等高速自動車国道等高速自動車国道等におけるにおけるにおけるにおける事故防止対策事故防止対策事故防止対策事故防止対策のののの推進推進推進推進

高速自動車国道等においては，緊急に対処すべき交通安全対策を総合的に実施

する観点から，交通安全施設等の整備を計画的に進めるとともに，渋滞区間にお

ける道路の拡幅等の改築事業，適切な道路の維持管理，道路交通情報の提供等を

積極的に推進し，安全水準の維持，向上を図る。

(ｱ) 安全で円滑な自動車交通を確保するため，事故多発区間のうち緊急に対策

を実施すべき箇所について，雨天，夜間等の事故要因の詳細な分析を行い，

これに基づき中央分離帯強化型防護さく，道路照明施設，自発光式視線誘導

標，高機能舗装，高視認性区画線の整備等を重点的に実施するとともに，道

路構造上往復に分離されていない二車線の区間（暫定供用区間）については，

対向車線へのはみ出しによる重大事故を防止するため高視認性ポストコーン，

高視認性区画線の設置による簡易分離施設の視認性の向上，凹凸型路面標示

の設置，簡易分離施設の高度化，中央分離帯の設置等分離対策の強化を図る。

また，逆走による事故防止のための標識や路面標示の整備を図るなど，総

合的な事故防止対策を推進する。

また，事故発生後の救助・救急活動を支援する緊急開口部の整備等も併せ

て実施するとともに，高速自動車国道におけるヘリコプターによる救助・救

急活動を支援する。

(ｲ) 過労運転やイライラ運転を防止し，安全で快適な自動車走行に資するより

良い走行環境の確保を図るため，本線拡幅やインターチェンジの改良，事故

や故障による停車車両の早期撤去等による渋滞対策，高速バス利用の利便性

の向上，休憩施設の混雑解消等を推進する。

(ｳ) 道路利用者の多様なニーズにこたえ，道路利用者へ適切な道路交通情報等

を提供する道路交通情報通信システム（ＶＩＣＳ
3 ※）及びＩＴＳスポット等

の整備・拡充を図るとともに，渋滞の解消及び利用者サービスの向上を図る
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ため，インターネット等広く普及している情報通信を活用して即時に道路交

通情報提供を行う利用者サービスの向上等を推進する。

キキキキ 改築等改築等改築等改築等によるによるによるによる交通事故対策交通事故対策交通事故対策交通事故対策のののの推進推進推進推進

交通事故の多発等を防止し，安全かつ円滑・快適な交通を確保するため，次

の方針により道路の改築等による交通事故対策を推進する。

(ｱ) 歩行者及び自転車利用者の安全と生活環境の改善を図るため，歩道等を設

置するための既存道路の拡幅，バイパスの建設と併せた道路空間の再配分，

自転車の通行を歩行者や車両と分離するための自転車道の設置等の道路交通

の安全に寄与する道路の改築事業を推進する。

(ｲ) 交差点及びその付近における交通事故の防止と交通渋滞の解消を図るため，

交差点のコンパクト化，立体交差化等を推進する。

(ｳ) 道路の機能と沿道の土地利用を含めた道路の利用実態との調和を図ること

が交通の安全の確保に資することから，交通流の実態を踏まえつつ，沿道か

らのアクセスを考慮した副道等の整備，植樹帯の設置，路上駐停車対策等の

推進を図る。

(ｴ) 商業系地区等における歩行者及び自転車利用者の安全で快適な通行空間を

確保するため，これらの者の交通量や通行の状況に即して，幅の広い歩道，

自転車道，コミュニティ道路，歩車共存道路等の整備を推進する。

(ｵ) 交通混雑が著しい，鉄道駅周辺等において，人と車の交通を体系的に分離

するとともに，歩行者空間の拡大を図るため，地区周辺の幹線道路，ペデス

トリアンデッキ(歩行者を保護するために車道と分離し立体的に設置した歩行

車道），交通広場等の総合的な整備を図る。

(ｶ) 歴史的街並みや史跡等卓越した歴史的環境の残る地区において，地区内の

交通と観光交通，通過交通を適切に分離するため，歴史的地区への誘導路，

地区内の生活道路，歴史的みちすじ等の整備を体系的に推進する。

クククク 交通安全施設等交通安全施設等交通安全施設等交通安全施設等のののの高度化高度化高度化高度化

(ｱ) 道路の構造及び交通の実態を勘案して，交通事故が発生する危険性が高い

場所等に信号機を設置する。既存の信号機については，交通状況の変化に合

理的に対応できるように，集中制御化，プロファイル化，系統化，速度感応

化，多現示化，右折感応化等の高度化を推進する。特に，幹線道路で夜間等

横断交通が極めて少なくなる場所については，信号機の閑散時半感応化を推

進する。

(ｲ) 道路の構造，交通の状況等に応じた交通の安全を確保するために，道路標

識の高輝度化等，高機能舗装，高視認性区画線の整備等を推進するほか，交

通事故発生地点を容易に把握し，速やかな事故処理及び的確な事故調査が行

えるようにするとともに，自動車の位置や目的地までの距離を容易に確認で

きるようにするためのキロポスト（地点標）の整備を推進する。また，見通

しの悪いカーブで，対向車が接近してくることを知らせる対向車接近システ

ムの整備を推進する。

((((3333)))) 交通安全施設等整備事業交通安全施設等整備事業交通安全施設等整備事業交通安全施設等整備事業のののの推進推進推進推進

特に交通の安全を確保する必要がある道路について，平成２０年度から２４年
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度までを計画期間とする社会資本整備重点計画（平成２１年３月３１日閣議決

定）に基づき，公安委員会及び道路管理者が連携し，事故実態の調査・分析を行

いつつ，次の方針により重点的，効果的かつ効率的に交通安全施設等整備事業を

推進することにより，道路交通環境を改善し，交通事故の防止と交通の円滑化を

図る。

また，平成２５年度以降も，交通事故発生状況等を勘案し，総合的かつ計画的

な歩道整備を始めとした交通安全施設等整備事業の推進を図る。

アアアア 歩行者歩行者歩行者歩行者・・・・自転車対策及自転車対策及自転車対策及自転車対策及びびびび生活道路対策生活道路対策生活道路対策生活道路対策のののの推進推進推進推進

生活道路において人優先の考えの下，「あんしん歩行エリア」における面的な

交通事故対策を推進するとともに，少子高齢社会の進展を踏まえ，歩行空間の

バリアフリー化及び通学路における安全安心な歩行区間の確保を図る。また，

自転車利用環境の整備，無電柱化の推進，安全上課題のある踏切の対策等によ

る歩行者・自転車の安全な通行空間の確保を図る。

イイイイ 幹線道路対策幹線道路対策幹線道路対策幹線道路対策のののの推進推進推進推進

幹線道路では交通事故が特定の区間に集中して発生していることから，事故

危険箇所など，事故の発生割合の大きい区間において重点的な交通事故対策を

実施する。この際，事故データの客観的な分析による事故原因の検証に基づき，

信号機の高度化，交差点改良等の対策を実施する。

ウウウウ 交通円滑化対策交通円滑化対策交通円滑化対策交通円滑化対策のののの推進推進推進推進

交通安全に資するため，信号機の高度化，交差点の立体化，開かずの踏切の

解消等を推進するほか，駐車対策を実施することにより，交通容量の拡大を図

り，交通の円滑化を推進するとともに，併せて，自動車からの二酸化炭素排出

の抑止を推進する。

エエエエ ＩＴＩＴＩＴＩＴ化化化化のののの推進推進推進推進によるによるによるによる安全安全安全安全でででで快適快適快適快適なななな道路交通環境道路交通環境道路交通環境道路交通環境のののの実現実現実現実現

(ｱ) 交通に関する情報の収集，分析及び伝達並びに信号機，道路標識及び道路

標示の操作その他道路における交通の規制を広域的かつ総合的に行うため，

交通管制エリアの拡大等交通管制システムの充実・高度化を図る。

(ｲ) 幹線道路において，交通の変動実態を的確に把握し，予想される変動に対

応した信号制御を行うため，集中制御化，プロファイル化，系統化，閑散時

半感応化，多現示化，右折感応化等の信号機の高度化を図る。また，交通流

の変動にきめ細かに対応した信号制御等を可能とする交通管制システムの高

度化を図る。

(ｳ) 最先端のＩＴ等を用いて，光ビーコンの整備拡充，交通管制センターの高

度化等により新交通管理システム（ＵＴＭＳ）を推進するとともに，情報収

集・提供環境の拡充等により，道路交通情報提供の充実等を推進し，安全で

快適な道路環境の実現を図る。

オオオオ 信号灯器信号灯器信号灯器信号灯器ののののＬＥＤＬＥＤＬＥＤＬＥＤ化化化化によるによるによるによる信号機信号機信号機信号機のののの改良改良改良改良

幹線道路のうち交通量が多い路線を中心に整備するほか，追突事故，出会

い頭事故等の多発している交差点について信号灯器のＬＥＤ化を推進する。

カカカカ 道路交通環境整備道路交通環境整備道路交通環境整備道路交通環境整備へのへのへのへの住民参加住民参加住民参加住民参加のののの促進促進促進促進

安全な道路交通環境の整備に当たっては，道路を利用する人の視点を生かす

ことが重要であることから，地域住民や道路利用者の主体的な参加の下に交通
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安全施設等の点検を行う交通安全総点検を積極的に推進するとともに，道路利

用者等が日常感じている意見について，「標識ＢＯＸ」及び「信号機ＢＯＸ」

（はがき，インターネット等を利用して，運転者等から道路標識，信号機等に

関する意見を受け付けるもの），「道の相談室」等を活用して取り入れ，道路交

通環境の整備に反映する。

また，安全な道路交通環境の整備に係る住民の理解と協力を得るため，事業

の進ちょく状況，効果等について積極的に公表する。

キキキキ 連絡会議等連絡会議等連絡会議等連絡会議等のののの活用活用活用活用

警察と道路管理者が設置している「道路交通環境安全推進連絡会議」やその

下に設置されている「アドバイザー会議」を活用し，学識経験者のアドバイス

を受けつつ施策の企画，評価，進行管理等に関して協議を行い，的確かつ着実

に安全な道路交通環境の実現を図る。

((((4444)))) 効果的効果的効果的効果的なななな交通規制交通規制交通規制交通規制のののの推進推進推進推進

道路における危険を防止し，その他交通の安全と円滑を図り，道路網全体の中

でそれぞれの道路の社会的機能，道路の構造，交通安全施設の整備状況，交通

流・量の状況等地域の実態等に応じ，既存の交通規制を見直すなど，規制内容を

より合理的なものにするよう努める。また，公安委員会が行う交通規制の情報に

ついてデータベース化を推進し，効果的な交通規制を行う。

アアアア 地域地域地域地域のののの特性特性特性特性にににに応応応応じたじたじたじた交通規制交通規制交通規制交通規制

幹線道路では，駐停車禁止，転回禁止，指定方向外進行禁止，進行方向別通

行区分等交通流を整序化するための交通規制を，また，生活道路では，一方通

行，指定方向外進行禁止等を組み合わせ，通過交通を抑制するなど，良好な生

活環境を維持するための交通規制を実施するほか，歩行者用道路，車両通行止

め，路側帯の設置・拡幅等歩行者及び自転車利用者の安全を確保するための交

通規制を強化する。

イイイイ 安全安全安全安全でででで機能的機能的機能的機能的なななな都市交通確保都市交通確保都市交通確保都市交通確保のためののためののためののための交通規制交通規制交通規制交通規制

安全で機能的な都市交通を確保するため，計画的に都市部における交通規制

を推進し，交通流・量の適切な配分・誘導を図る。また，路線バス等大量公共

輸送機関の安全・優先通行を確保するための交通規制を積極的に推進する。

ウウウウ よりよりよりより合理的合理的合理的合理的なななな交通規制交通規制交通規制交通規制のののの推進推進推進推進

より合理的な交通規制を図るため，警察において交通規制の種類に応じ，当

該交通規制を実施している道路における交通実態を調査・分析し，その結果，

交通規制実施後の道路交通環境の変化等により現場の交通実態に適合しなくな

ったと認められる場合には，交通規制の内容の変更又は交通規制の解除，道路

利用者に対する交通規制の理由の説明，道路管理者に対する道路の整備又は改

良の働き掛け，地方公共団体，民間事業者等に対する路外施設の整備等の働き

掛け等の道路交通環境の整備を図る。

具体的には，平成２１年及び２２年に全面改正された新たな最高速度規制基

準に基づき，最高速度規制が交通実態に合った合理的なものとなっているかど

うかの点検及び見直しを推進する。

また，駐車規制については，必要やむを得ない貨物自動車等の荷捌き，客待
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ちタクシー，二輪車，商店街（買物客），駅前等の対策を重点に，駐車規制の点

検及び見直しを推進する。

さらに，信号制御については，歩行者，自転車の視点で，信号をより守りや

すくするために，「歩行者の待ち時間の長い押しボタン信号の改善」，「幅員の狭

い従道路を横断する歩行者の待ち時間の短縮」，「歩行者用灯器の増設」等につ

いての点検及び見直しを推進する。

((((5555)))) 自転車利用環境自転車利用環境自転車利用環境自転車利用環境のののの総合的整備総合的整備総合的整備総合的整備

アアアア クリーンかつエネルギー効率の高い持続可能な都市内交通体系の実現に向け，

自転車の役割と位置付けを明確にした上で，乗用車から自転車への転換を促進

する。このためには，歩行者・自転車・自動車の交通量に応じて，歩行者・自

転車・自動車の適切な分離を図り，増加している歩行者と自転車の事故等への

対策を講じるなど，安全で快適な自転車利用環境を創出する必要があり，自転

車道や自転車専用通行帯，歩道上で歩行者と自転車が通行する部分を指定する

普通自転車の歩道通行部分の指定等の自転車走行空間ネットワークの整備を推

進するとともに，ルール・マナーの啓発活動などのソフト施策も同時に積極的

に推進する。

イイイイ 自転車等の駐車対策については，自転車等駐車対策協議会の設置，総合計画

の策定を促進するとともに，自転車等の駐車需要の多い地域及び今後駐車需要

が著しく多くなることが予想される地域を中心に路外・路上の自転車駐車場等

の整備を推進するため，交通安全施設等整備事業，都市計画，街路事業等によ

る自転車等の駐車場整備事業を推進する。また，大量の自転車等の駐車需要を

生じさせる施設について自転車駐車場等の設置を義務付ける条例の制定を促進

して駐車対策を図る。さらに，自転車駐車場の整備とあいまって，自転車利用

者の通行の安全を確保するための計画的な交通規制を実施する。

鉄道の駅周辺等における放置自転車等の問題の解決を図るため，自転車等駐

車対策協議会の積極的な運営と総合計画の策定の促進を図ること等を通じて，

市町村，道路管理者，警察，鉄道事業者等が適切な協力関係を保持する。また，

効率的，総合的な自転車駐車場の整備を推進するとともに地域の状況に応じ，

条例の制定等による駅前広場及び道路に放置されている自転車等の整理・撤去

等の推進を図る。

特に，バリアフリー新法に基づき，市町村が定める重点整備地区内における

特定路を構成する道路においては，高齢者，障害者等の移動の円滑化に資する

ため，違法駐車行為に係る自転車の指導取締りの強化，広報啓発活動等の違法

駐車を防止する取組及び自転車駐車場等の整備を重点的に推進する。

ウウウウ 交通の安全を確保し，併せて余暇活動の増大に対応した歴史や自然に親しめ

る大規模自転車道の整備を推進する。

((((6666)))) 高度道路交通高度道路交通高度道路交通高度道路交通システムシステムシステムシステムのののの活用活用活用活用

最先端の情報通信技術（ＩＴ）等を用いて，人と道路と車とを一体のシステム

として構築し，安全性，輸送効率及び快適性の向上を実現するとともに，渋滞の

軽減等の交通の円滑化を通じて環境保全に寄与することを目的とした高度道路交
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通システム（ＩＴＳ）を引き続き推進する。そのため，ＩＴＳ全体構想及び平成

２２年５月策定の新たな情報通信技術戦略に基づき，インフラの整備，普及に関

する検討等の一層の推進を図る。

アアアア 道路交通情報通信道路交通情報通信道路交通情報通信道路交通情報通信システムシステムシステムシステムのののの整備整備整備整備

安全で円滑な道路交通を確保するため，リアルタイムな渋滞情報，所要時間，

規制情報等の道路交通情報を提供するＶＩＣＳの整備・拡充を推進するととも

に，高精度な情報提供の充実及び対応車載機の普及を図る。

イイイイ 新交通管理新交通管理新交通管理新交通管理システムシステムシステムシステムのののの推進推進推進推進

高度化された交通管制センターを中心に，個々の車両等との双方向通信が可

能な光ビーコンを媒体として，交通流・量を積極的かつ総合的に管理すること

により，高度な交通情報提供，車両の運行管理，公共車両の優先通行，交通公

害の減少，安全運転の支援，歩行者の安全確保等を図り，交通の安全及び快適

性を確保しようとする新交通管理システム（ＵＴＭＳ）の構想に基づき，シス

テムの充実，キーインフラである光ビーコンの整備等の施策の推進を図る。

ウ スマートウェイウ スマートウェイウ スマートウェイウ スマートウェイのののの推進推進推進推進

ＥＴＣの通信技術をベースとしたＩＴＳスポットの活用によるスマートウェ

イの推進を官民一体となって展開していく。ＩＴＳスポットの活用により，Ｅ

ＴＣに加え，広範囲の渋滞データで適切にルート選択を可能とするダイナミッ

クルートガイダンス，ドライブ中のヒヤリをなくす事前の注意喚起を実現する

安全運転支援等のサービスを実現する。

エエエエ 道路運送事業道路運送事業道路運送事業道路運送事業にににに係係係係るるるる高度情報化高度情報化高度情報化高度情報化のののの推進推進推進推進

環境に配慮した安全で円滑な自動車の運行を実現するため，道路運送事業に

おいてＩＴＳ技術を活用し，公共交通機関の利用促進や物流の効率化を進める。

((((7777)))) 交通需要交通需要交通需要交通需要マネジメントマネジメントマネジメントマネジメントのののの推進推進推進推進

依然として厳しい道路交通渋滞を緩和し，道路交通の円滑化を図るため，バイ

パス・環状道路の整備や交差点の改良等の交通容量の拡大策，交通管制の高度化

等に加えて，パークアンドライド（市街地へ乗り入れる自家用自動車による交通

渋滞の緩和を図るため，郊外の鉄道・駅・バス停等の周辺の駐車場に自動車を駐

車させ，鉄道・バス等公共交通機関への乗り換えを促すシステム）の推進，情報

提供の充実，相乗りの促進，時差通勤・通学，フレックスタイム制の導入等によ

り，道路利用の仕方に工夫を求め，輸送効率の向上や交通量の時間的・空間的平

準化を図る交通需要マネジメント（ＴＤＭ）を推進する。併せて，広報・啓発活

動を行い，その定着化を図る。

アアアア 公共交通機関利用公共交通機関利用公共交通機関利用公共交通機関利用のののの促進促進促進促進

道路交通混雑が著しい一部の道路について，バス専用・優先レーンの設定，

ハイグレードバス停の整備，パークアンドバスライド等の利用を促進を図るた

めの施策を推進する。

また，バリアフリー対応トイレの設置やノンステップバスの導入等を支援し，

公共交通機関への転換による円滑な道路交通の実現を図る。

さらに，鉄道・バス事業者による運行頻度・運行時間の見直し，乗り継ぎ改

善等によるシームレスな公共交通の実現を図ることなどにより，利用者の利便
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性の向上を図るとともに，鉄道駅・バス停までのアクセス確保のために，パー

クアンドライド駐車場，自転車道，駅前広場等の整備を促進し，交通結節機能

を強化する。

イイイイ 交通需要交通需要交通需要交通需要のののの平準化平準化平準化平準化

交通需要のピーク時間帯の交通を分散するため，時差出勤，フレックスタイ

ム制の導入の普及啓発をするとともに，道路交通情報の充実を図る。

((((8888)))) 災害災害災害災害にににに備備備備えたえたえたえた道路交通環境道路交通環境道路交通環境道路交通環境のののの整備整備整備整備

アアアア 災害災害災害災害にににに備備備備えたえたえたえた道路道路道路道路のののの整備整備整備整備

地震，豪雨，津波等の災害が発生した場合においても安全で安心な生活を支

える道路交通の確保することとし，過去の大規模災害を踏まえ，大規模地震の

発生時においても被災地の救護活動や緊急物資輸送に不可欠な緊急輸送道路を

確保するとともに，緊急輸送道路上にある橋梁の耐震対策を推進する。

豪雨等においても，安全で信頼性の高い道路網を確保するため，道路斜面等

の防災対策や災害の恐れのある区間を回避・代替する道路の整備を推進する。

津波に対しては，津波による人的被害を最小化するため，道路利用者への早

期情報提供，迅速な避難を行うための避難路の整備及び津波被害発生時におい

ても緊急輸送道路を確保するため，津波浸水域を回避する高規格幹線道路等の

整備を推進する。

また，地震・津波等の災害発生時に，避難場所等となる「道の駅」について

防災拠点としての活用を推進する。

イイイイ 災害災害災害災害にににに強強強強いいいい交通安全施設等交通安全施設等交通安全施設等交通安全施設等のののの整備整備整備整備

地震，豪雨等による災害が発生した場合においても安全な道路交通を確保す

るため，交通管制センター，交通監視カメラ，各種車両感知器，交通情報板等

の交通安全施設の整備及び通行止め等の交通規制を迅速かつ効果的に実施する

ための道路災害の監視システムの開発・導入，交通規制資機材の整備を推進す

るとともに，災害発生時の停電に起因する信号機の機能停止による混乱を防止

するため，予備電源として自動起動型及びリチウム電池を用いた静止型信号機

電源付加装置の整備を推進する。

ウウウウ 災害発生時災害発生時災害発生時災害発生時におけるにおけるにおけるにおける交通規制交通規制交通規制交通規制

災害発生時は，必要に応じて緊急交通路を確保し，それに伴う混乱を最小限

に抑えるため，被災地への車両の流入抑制等の交通規制を迅速かつ的確に実施

する。

また，災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）による通行禁止等の交

通規制を的確かつ迅速に行うため，被災地への車両の流入を抑制するとともに，

迂回指示，広報を行い，併せて災害の状況や交通規制等に関する情報を交通情

報板等により提供する。

エエエエ 災害発生時災害発生時災害発生時災害発生時におけるにおけるにおけるにおける情報提供情報提供情報提供情報提供のののの充実充実充実充実

災害発生時において，道路の被災状況や道路交通状況を迅速かつ的確に収

集・分析・提供し，復旧や緊急交通路，緊急輸送道路等の確保及び道路利用者

等への道路交通情報の提供等に資するため，地震計，交通監視カメラ，車両感

知器，道路情報提供装置，道路管理情報システム等の整備を推進するとともに，
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インターネット等情報通信技術（ＩＴ）を活用した道路・交通に関する災害情

報等の提供を推進する。

((((9999)))) 総合的総合的総合的総合的なななな駐車対策駐車対策駐車対策駐車対策のののの推進推進推進推進

道路交通の安全と円滑を図り，都市機能の維持及び増進に寄与するため，交通

の状況や地域の特性に応じた総合的な駐車対策を推進する。

アアアア 秩序秩序秩序秩序あるあるあるある駐車駐車駐車駐車のののの推進推進推進推進

道路環境，交通実態，駐車需要等の変化に伴い，より良好な駐車秩序を確立

するため，時間，曜日，季節等による交通流・量の変化等の時間的視点と，道

路の区間ごとの交通環境や道路構造の特性等の場所的視点の両面から現行規制

の見直しを行い，駐車の効用にも十分配意して，個々の時間及び場所に応じた

きめ細かな駐車規制を推進する。

違法な駐停車が交通渋滞等交通に著しい迷惑を及ぼす交差点等においては，

違法駐車抑止システム等活用し，駐停車等をしようとしている自動車運転者に

対して音声で警告を与えることにより，違法な駐停車を抑制して交通の安全と

円滑を図る。

イイイイ 違法駐車対策違法駐車対策違法駐車対策違法駐車対策のののの推進推進推進推進

(ｱ) 悪質性，危険性，迷惑性の高い違反に重点を指向して，地域住民の意見，

要望等を踏まえて重点的に放置車両の確認等を実施する場所，時間帯等を定

めたガイドラインに沿った取締りを推進する。また，道路交通環境等当該現

場の状況を勘案した上で必要があると認められる場合は，ガイドラインの見

直し等適切に対応する。

(ｲ) 運転者の責任を追及できない放置車両について，当該車両の使用者に対す

る放置違反金納付命令及び繰り返し放置違反金納付命令を受けた使用者に対

する使用制限命令の積極的な活用を図り，使用者責任を強力に追及する。他

方，交通事故の原因となった違反や常習的な違反等悪質な駐車違反について

は，運転者の責任追及を徹底する。

ウウウウ 駐車場等駐車場等駐車場等駐車場等のののの整備整備整備整備

路上における無秩序な駐車を抑制し，安全かつ円滑な道路交通を確保するた

め，駐車規制及び違法駐車の取締りの推進と併せ，次の施策により駐車場の整

備と有効利用を推進する。

(ｱ) 駐車場整備計画の調査を推進し，自動車交通が混雑する地区等において，

駐車場整備地区の指定を促進するとともに，当該地区において計画的，総

合的な駐車対策を行うため，駐車場整備計画の策定を推進する。

(ｲ) 大規模な建築物に対し駐車場の整備を義務付ける附置義務条例の制定の促

進等を行うとともに，民間駐車場の整備を促進する。

また，都市機能の維持・増進を図るべき地区及び交通結節点等重点的に駐

車場の整備を図るべき地域において，公共駐車場の整備を積極的に推進する。

(ｳ) 郊外部からの過剰な自動車流入を抑止し，市街地での交通の混雑を回避す

るため，パークアンドライドの普及のための駐車場等の環境整備を推進する。

エエエエ 違法駐車締違法駐車締違法駐車締違法駐車締めめめめ出出出出しししし気運気運気運気運のののの醸成醸成醸成醸成・・・・高揚高揚高揚高揚

違法駐車の排除及び自動車の保管場所の確保等に関し，県民への広報・啓発
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活動を行うとともに，関係機関・団体との密接な連携を図り，地域交通安全活

動推進委員の積極的な活用等により，住民の理解と協力を得ながら違法駐車締

め出し気運の醸成・高揚を図る。

オ ハードオ ハードオ ハードオ ハード・・・・ソフトソフトソフトソフト一体一体一体一体となったとなったとなったとなった駐車対策駐車対策駐車対策駐車対策のののの推進推進推進推進

違法駐車が著しく安全で円滑な道路交通が阻害されている市街地の道路にお

いて，交通安全施設としての駐車場，路上駐車施設，荷さばき停車帯，合理的

な駐車規制，視覚障害者誘導用ブロック上に駐車等をした違法駐車の取締り，

積極的な広報・啓発活動等ハード・ソフト一体となった総合的な駐車対策を推

進する。

((((10101010)))) 道路交通情報道路交通情報道路交通情報道路交通情報のののの充実充実充実充実

安全で円滑な道路交通を確保するためには，運転者に対して正確できめ細かな

道路交通情報を分かりやすく提供することが重要であり，高度化，多様化する道

路交通情報に対する県民のニーズに対応し，適時・適切な情報を提供するため，

情報通信技術（ＩＴ）等を活用して，道路交通情報の充実を図る必要がある。

アアアア 情報収集情報収集情報収集情報収集・・・・提供体制提供体制提供体制提供体制のののの充実充実充実充実

多様化する道路利用者のニーズにこたえるため道路利用者に対し必要な道路

交通情報を提供することにより，安全かつ円滑な道路交通を確保するとともに，

光ファイバーネットワーク等の新たな情報技術を活用しつつ，交通監視カメラ，

車両感知器，交通情報板，道路情報提供装置等の既存の情報収集・提供体制の

充実を図る。

イイイイ ＩＴＳＩＴＳＩＴＳＩＴＳをををを活用活用活用活用したしたしたした道路交通情報道路交通情報道路交通情報道路交通情報のののの高度化高度化高度化高度化

ＩＴＳの一環として，運転者に渋滞状況等の道路交通情報を提供するＶＩＣ

ＳやＩＴＳスポットの整備・拡充を積極的に図ることにより，交通の分散を図

り，交通渋滞を解消し，交通の安全と円滑化を推進する。

また，高度化された交通管制センターを中心に，個々の車両等との双方向通

信が可能な光ビーコンを媒体とし，高度な交通情報提供，車両の運行管理，公

共車両の優先，交通公害の減少，安全運転の支援，歩行者の安全確保等を図る

ことにより交通の安全及び快適性を確保しようとするＵＴＭＳの構想に基づき，

システムの充実，キーインフラである光ビーコンの整備等の施策の推進を図る。

ウウウウ 分分分分かりやすいかりやすいかりやすいかりやすい道路交通環境道路交通環境道路交通環境道路交通環境のののの確保確保確保確保

時間別・車種別等の交通規制の実効を図るための視認性・耐久性に優れた大

型固定標識及び路側可変標識の整備並びに利用者のニーズに即した系統的で分

かりやすい案内標識を推進する。

また，主要な幹線道路の交差点及び交差点付近において，ルート番号等を用

いた案内標識の設置を推進するとともに，地図を活用した多言語表記の実施等

により，国際化の進展への対応に努める。

((((11111111)))) 交通安全交通安全交通安全交通安全にににに寄与寄与寄与寄与するするするする道路交通環境道路交通環境道路交通環境道路交通環境のののの整備整備整備整備

アアアア 道路道路道路道路のののの使用及使用及使用及使用及びびびび占用占用占用占用のののの適正化等適正化等適正化等適正化等

(ｱ) 道路の使用及び占用の適正化

工作物の設置，工事等のための道路の使用及び占用の許可に当たっては，
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道路の構造を保全し，安全かつ円滑な道路交通を確保するために適正な運用

を行うとともに，許可条件の履行，占用物件等の維持管理の適正化について

指導する。

(ｲ) 不法占用物件の排除等

道路交通に支障を与える不法占用物件等については，実態把握，強力な指

導取締りによりその排除を行い，特に市街地について重点的にその是正を実

施する。

さらに，道路上から不法占用物件等を一掃するためには，沿道住民を始め

道路利用者の自覚に待つところが大きいことから，不法占用等の防止を図る

ための啓発活動を沿道住民等に対して積極的に行い，「道路ふれあい月間」等

を中心に道路の愛護思想の普及を図る。

(ｳ) 道路の掘り返しの規制等

道路の掘り返しを伴う占用工事については，無秩序な掘り返しと工事に伴

う事故・渋滞を防止するため，施工時期や施工方法を調整する。

さらに，掘り返しを防止する抜本的対策として共同溝等の整備を推進する。

イイイイ 休憩施設等休憩施設等休憩施設等休憩施設等のののの整備整備整備整備のののの推進推進推進推進

過労運転に伴う事故防止や近年の高齢運転者等の増加に対応して，市街地の

一般道路において追越しのための付加車線や「道の駅」等の休憩施設等の整備

を積極的に推進する。

ウウウウ 子子子子どものどものどものどもの遊遊遊遊びびびび場等場等場等場等のののの確保確保確保確保

子どもの遊び場の不足を解消し，路上遊戯等による交通事故の防止に資する

とともに，都市における良好な生活環境づくり等を図るため，社会資本整備重

点計画等に基づき，住区基幹公園，都市基幹公園等の整備を推進する。

さらに，繁華街，小住宅集合地域，交通頻繁地域等，子どもの遊び場等の環

境に恵まれない地域又はこれに近接する地域に，優先的に，主として幼児及び

小学校低学年児童を対象とした児童館及び児童遊園を設置するとともに，公立

の小学校，中学校及び高等学校の校庭及び体育施設，社会福祉施設の園庭等の

開放の促進を図る。

エエエエ 道路法道路法道路法道路法にににに基基基基づくづくづくづく通行通行通行通行のののの禁止又禁止又禁止又禁止又はははは制限制限制限制限

道路の構造を保全し，又は交通の危険を防止するため，道路の破損，欠壊又

は異常気象等により交通が危険であると認められる場合及び道路に関する工事

のためやむを得ないと認められる場合には，道路法（昭和２７年法律第１８０

号）に基づき，迅速かつ的確に通行の禁止又は制限を行う。また，危険物を積

載する車両の通行の禁止又は制限及び道路との関係において必要とされる車両

の寸法，重量等の最高限度を超える車両の通行の禁止又は制限に対する違反を

防止するため，必要な体制の拡充・強化を図る。

オオオオ 地域地域地域地域にににに応応応応じたじたじたじた安全安全安全安全のののの確保確保確保確保

冬期の安全な道路交通を確保するため，冬期積雪・凍結路面対策として適時

適切な除雪や凍結防止剤散布の実施，チェーン着脱場等の整備を推進する。

さらに，安全な道路交通の確保に資するため，気象，路面状況等を収集し，

道路利用者に提供する道路情報提供装置等の整備を推進する。
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２２２２ 交通安全思想交通安全思想交通安全思想交通安全思想のののの普及徹底普及徹底普及徹底普及徹底

交通安全教育は，自他の生命尊重という理念の下に，交通社会の一員としての責

任を自覚し，交通安全意識と交通マナーの向上に努め，相手の立場を尊重し，他の

人々や地域の安全にも貢献できる良き社会人を育成する上で，重要な意義を有して

いる。交通安全意識を向上させ交通マナーを身に付けるためには，人間の成長過程

に合わせ，生涯にわたる学習を促進して県民一人一人が交通安全の確保を自らの課

題として捉えるよう意識の改革を促すことが重要である。また，人優先の交通安全

思想の下，高齢者，障害者等の交通弱者に関する知識や思いやりの心を育むととも

に，交通事故被害者等の痛みを思いやり，交通事故を起こさない意識を育てること

が重要である。

このため，交通安全教育指針（平成１０年国家公安委員会告示第１５号）等を活

用し，幼児から成人に至るまで，心身の発達段階やライフステージに応じた段階的

かつ体系的な交通安全教育を行うとともに，高齢社会が進展する中で，高齢者自身

の交通安全意識の向上を図るとともに，他の世代に対しても高齢者の特性を知り，

その上で高齢者を保護し，また，高齢者に配慮する意識を高めるための啓発指導を

強化する。さらに，自転車を使用することが多い小学生，中学生及び高校生に対し

ては，将来の運転者教育の基礎となるよう自転車の安全利用に関する指導を強化す

る。

学校においては，学習指導要領等に基づく関連教科・領域や道徳，総合的な学習

の時間，特別活動及び自立活動など，教育活動全体を通じて計画的かつ組織的な指

導に努めるとともに，学校保健安全法に基づき学校安全計画を策定し，児童生徒等

に対する通学を含めた学校生活その他の日常生活における安全に関する指導を実施

する。障害のある児童生徒等に対しては，その障害の特性を踏まえ，交通安全に関

する指導に配慮する。

交通安全教育・普及啓発活動を行うに当たっては，参加・体験・実践型の教育方

法を積極的に取り入れ，教材の充実を図りインターネットを活用した実施主体間の

相互利用を促進するなどして，県民が自ら納得して安全な交通行動を実践すること

ができるよう，必要な情報を分かりやすく提供することに努める。

交通安全教育・普及啓発活動については，県，市町村，警察，学校，関係民間団

体，地域社会，企業及び家庭がそれぞれの特性を生かし，互いに連携をとりながら

地域ぐるみの活動が推進されるよう促す。特に交通安全教育・普及啓発活動に当た

る県及び市町村職員や教職員の指導力の向上を図るとともに，地域における民間の

指導者を育成することなどにより，地域の実情に即した自主的な活動を促進する。

また，地域ぐるみの交通安全教育・普及啓発活動を効果的に推進するため，高齢

者を中心に，子ども，親の３世代が交通安全をテーマに交流する世代間交流の促進

に努める。

さらに，交通安全教育・普及啓発活動の効果について，評価・効果予測手法を充

実させ，検証・評価を行うことにより，効果的な実施に努めるとともに，交通安全

教育・普及啓発活動の意義，重要性等について関係者の意識が深まるよう努める。

((((1111)))) 段階的段階的段階的段階的かつかつかつかつ体系的体系的体系的体系的なななな交通安全教育交通安全教育交通安全教育交通安全教育のののの推進推進推進推進

アアアア 幼児幼児幼児幼児にににに対対対対するするするする交通安全教育交通安全教育交通安全教育交通安全教育のののの推進推進推進推進
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幼児に対する交通安全教育は，心身の発達段階や地域の実情に応じて，基本

的な交通ルールを遵守し，交通マナーを実践する態度を習得させるとともに，

日常生活において安全に道路を通行するために必要な基本的な技能及び知識を

習得させることを目標とする。

幼稚園・保育所においては，家庭及び関係機関・団体等と連携・協力を図り

ながら，日常の教育・保育活動のあらゆる場面をとらえて交通安全教育を計画

的かつ継続的に行う。これらを効果的に実施するため，紙芝居や視聴覚教材等

を利用したり親子で実習したりするなど，分かりやすい指導に努めるとともに，

指導資料の作成，教職員の指導力の向上及び教材・教具の整備を推進する。

児童館及び児童遊園においては，遊びによる生活指導の一環として，交通安

全に関する指導を推進するとともに，母親クラブ等の組織化を促進し，その活

動の強化を図る。

関係機関・団体は，幼児の心身の発達や交通状況等の地域の実情を踏まえた

幅広い教材・教具・情報の提供等を行うことにより，幼稚園・保育所等におい

て行われる交通安全教育の支援を行うとともに，幼児の保護者が常に幼児の手

本となって安全に道路を通行するなど，家庭において適切な指導ができるよう

保護者に対する交通安全講習会等の実施に努める。また，交通安全母の会等の

ボランティアによる幼児に対する通園時の安全な行動の指導，保護者を対象と

した交通安全講習会等の開催を促進する。

イイイイ 小学生小学生小学生小学生にににに対対対対するするするする交通安全教育交通安全教育交通安全教育交通安全教育のののの推進推進推進推進

小学生に対する交通安全教育は，心身の発達段階や地域の実情に応じて，歩行

者及び自転車の利用者として必要な技能と知識を習得させるとともに，道路及

び交通の状況に応じて，安全に道路を通行するために，道路交通における危険

を予測し，これを回避して安全に通行する意識及び能力を高めることを目標と

する。

小学校においては，家庭及び関係機関・団体等と連携・協力を図りながら，

各教科，道徳，総合的な学習の時間，特別活動など学校の教育活動全体を通じ

て，歩行者としての心得，自転車の安全な利用，乗り物の安全な利用，危険の

予測と回避，交通ルールの意味及び必要性等について重点的に交通安全教育を

実施する。

小学校における交通安全教育を計画的に実施し，効果的なものとするため，

自転車の安全な利用等も含め，安全な通学のための教育教材等を作成・配布す

るとともに，交通安全教室の推進，教員等を対象とした心肺そ生法の実技講習

会等を実施する。

関係機関・団体は，小学校において行われる交通安全教育の支援を行うとと

もに，児童に対する補完的な交通安全教育の推進を図る。また，児童の保護者

が日常生活の中で模範的な行動をとり，歩行中，自転車乗用中等実際の交通の

場面で，児童に対し，基本的な交通ルールや交通マナーを教えられるよう保護

者を対象とした交通安全講習会等を開催する。

さらに，交通ボランティアによる通学路における児童に対する安全な行動の

指導，児童の保護者を対象とした交通安全講習会等の開催を促進する。
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ウウウウ 中学生中学生中学生中学生にににに対対対対するするするする交通安全教育交通安全教育交通安全教育交通安全教育のののの推進推進推進推進

中学生に対する交通安全教育は，日常生活における交通安全に必要な事柄，

特に，自転車で安全に道路を通行するために，必要な技能と知識を十分に習得

させるとともに，道路を通行する場合は，思いやりをもって，自己の安全ばか

りでなく，他の人々の安全にも配慮できるようにすることを目標とする。

中学校においては，家庭及び関係機関・団体等と連携・協力を図りながら，

各教科，道徳，総合的な学習の時間，特別活動など学校の教育活動全体を通じ

て，歩行者としての心得，自転車の安全な利用，自動車等の特性，危険の予測

と回避，標識等の意味，応急手当等について重点的に交通安全教育を実施する。

中学校における交通安全教育を計画的に実施し，効果的なものとするため，

自転車の安全な利用等も含め，安全な通学のための教育教材等を作成・配布す

るとともに，交通安全教室の推進，教員等を対象とした心肺そ生法の実技講習

会等を実施する。

関係機関・団体は，中学校において行われる交通安全教育が円滑に実施でき

るよう指導者の派遣，情報の提供等の支援を行うとともに，地域において，保

護者対象の交通安全講習会や中学生に対する補完的な交通安全教育の推進を図

る。

エエエエ 高校生高校生高校生高校生にににに対対対対するするするする交通安全教育交通安全教育交通安全教育交通安全教育のののの推進推進推進推進

高校生に対する交通安全教育は，日常生活における交通安全に必要な事柄，

特に，二輪車の運転者及び自転車の利用者として安全に道路を通行するために，

必要な技能と知識を習得させるとともに，交通社会の一員として交通ルールを

遵守するとともに交通マナーを実践し自他の生命を尊重するなど責任を持って

行動することができるような健全な社会人を育成することを目標とする。

高等学校においては，家庭及び関係機関・団体等と連携・協力を図りながら，

各教科，保健体育，総合的な学習の時間，特別活動など学校の教育活動全体を

通じて，自転車の安全な利用，二輪車・自動車の特性，危険の予測と回避，運

転者の責任，応急手当等について更に理解を深めるとともに，生徒の多くが，

近い将来，普通免許等を取得することが予想されることから，免許取得前の教

育としての性格を重視した交通安全教育を行う。特に，二輪車・自動車の安全

に関する指導については，生徒の実態や地域の実情に応じて，安全運転を推進

する機関・団体やＰＴＡ等と連携しながら，安全運転に関する意識の高揚と実

践力の向上を図るとともに，実技指導等を含む実践的な交通安全教育の充実を

図る。

高等学校における交通安全教育を計画的に実施し，効果的なものとするため，

自転車の安全な利用等も含め，安全な通学のための教育教材等を作成・配布す

るとともに，交通安全教室の推進，教員等を対象とした心肺そ生法の実技講習

会等を実施する。

関係機関・団体は，高等学校において行われる交通安全教育が円滑に実施で

きるよう指導者の派遣，情報の提供等の支援を行うとともに，地域において，

高校生及び相当年齢者に対する補完的な交通安全教育の推進を図る。また，小

中学校等との交流を図るなどして高校生の果たしうる役割を考えさせるととも

に，交通安全活動への積極的な参加を促す。
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オオオオ 成人成人成人成人にににに対対対対するするするする交通安全教育交通安全教育交通安全教育交通安全教育のののの推進推進推進推進

成人に対する交通安全教育は，自動車等の安全運転の確保の観点から，免許

取得時及び免許取得後の運転者の教育を中心として行うほか，社会人，大学生

等に対する交通安全教育の充実に努める。

運転免許取得時の教育は，自動車教習所における教習が中心となることから，

適切な指導を実施して，教習水準の一層の向上に努める。

免許取得後の運転者教育は，運転者としての社会的責任の自覚，安全運転に必

要な技能及び技術，特に危険予測・回避の能力の向上，交通事故被害者等の心

情等交通事故の悲惨さに対する理解及び交通安全意識・交通マナーの向上を目

標とし，公安委員会が行う各種講習，自動車教習所，民間の交通安全教育施設

等が受講者の特性に応じて行う運転者教育及び事業所の安全運転管理の一環と

して安全運転管理者，運行管理者等が行う交通安全教育を中心として行う。

自動車の使用者は，安全運転管理者，運行管理者等を法定講習，指導者向け

の研修会等へ積極的に参加させ，事業所における自主的な安全運転管理の活発

化に努める。また，自動車安全運転センター安全運転中央研修所等の研修施設

において，高度な運転技術，指導方法等を身に付けた運転者教育指導者の育成

を図るとともに，これらの交通安全教育を行う施設の整備を推進する。

また，社会人を対象とした学級・講座等における交通安全教育の促進を図る

など，公民館等の社会教育施設における交通安全のための諸活動を促進すると

ともに，関係機関・団体，交通ボランティア等による活動を促進する。

大学生等に対しては，学生の二輪車・自動車の利用等の実態に応じ，関係機

関・団体等と連携し，交通安全教育の充実に努める。

カカカカ 高齢者高齢者高齢者高齢者にににに対対対対するするするする交通安全教育交通安全教育交通安全教育交通安全教育のののの推進推進推進推進

高齢者に対する交通安全教育は，加齢に伴う身体機能の変化が歩行者又は運

転者としての交通行動に及ぼす影響を理解させるとともに，道路及び交通の状

況に応じて安全に道路を通行するために必要な実践的技能及び交通ルール等の

知識を習得させることを目標とする。

高齢者に対する交通安全教育を推進するため，県及び市町村は，高齢者に対す

る交通安全指導担当者の養成，教材・教具等の開発等，指導体制の充実に努め

るとともに，参加・体験・実践型の交通安全教育を積極的に推進する。また，

関係団体，交通ボランティア，医療機関・福祉施設関係者等と連携して，高齢

者の交通安全教室等を開催するとともに，高齢者に対する社会教育活動・福祉

活動，各種の催し等の多様な機会を活用した交通安全教育を実施する。特に交

通安全教育を受ける機会のなかった高齢者を中心に，家庭訪問による個別指導，

高齢者と日常的に接する機会を利用した助言等が地域ぐるみで行われるように

努める。この場合，高齢者の自発性を促すことに留意しつつ，高齢者の事故実

態に応じた具体的な指導を行うこととし，反射材用品の活用等交通安全用品の

普及にも努める。

また，高齢運転者に対しては，高齢者講習及び更新時講習における高齢者学

級の内容の充実に努めるほか，関係機関・団体，自動車教習所等と連携して，

個別に安全運転の指導を行う講習会等を開催し，高齢運転者の受講機会の拡大

を図るとともに，その自発的な受講の促進に努める。
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電動車いすを利用する高齢者に対しては，電動車いすの製造メーカー等で組

織される団体等と連携して，購入時の指導・助言を徹底するとともに，安全利

用に向けた交通安全教育の促進に努める。

また，地域における高齢者の安全運転の普及を促進するため，老人クラブ，

高齢者福祉施設等における交通安全部会の設置，高齢者交通安全推進員（シル

バーリーダー）の養成等を促進する。

さらに，地域及び家庭において適切な助言等が行われるよう，交通安全母の

会活動や，高齢者を中心に，子ども，親の三世代が交通安全をテーマに交流す

る世代間交流の促進に努める。

キキキキ 障害者障害者障害者障害者にににに対対対対するするするする交通安全教育交通安全教育交通安全教育交通安全教育のののの推進推進推進推進

障害者に対しては，交通安全のために必要な技能及び知識の習得のため，地

域における福祉活動の場を利用するなどして，障害の程度に応じ，きめ細かい

交通安全教育を推進する。また，手話通訳員の配置，字幕入りビデオの活用等

に努めるとともに，身近な場所における教育機会の提供，効果的な教材の開発

等に努める。

さらに，自立歩行ができない障害者に対しては，介護者，交通ボランティア

等の障害者に付き添う者を対象とした講習会等を開催する。

クククク 外国人外国人外国人外国人にににに対対対対するするするする交通安全教育交通安全教育交通安全教育交通安全教育のののの推進推進推進推進

外国人に対し，我が国の交通ルールに関する知識の普及による交通事故防止

を目的として交通安全教育を推進するとともに，最近の国際化の進展を踏まえ

外国人向け教材の充実を図り，効果的な交通安全教育に努める。また，外国人

を雇用する使用者等を通じ，外国人の講習会等への参加を促進する。

ケケケケ 交通事犯被収容者交通事犯被収容者交通事犯被収容者交通事犯被収容者にににに対対対対するするするする教育活動等教育活動等教育活動等教育活動等のののの充実充実充実充実

刑事施設においては，被害者の生命や身体に重大な影響を与える交通事故を

起こした受刑者や重大な交通違反を反復した受刑者を対象に，改善指導として

実施している「交通安全指導」，「被害者の視点を取り入れた教育」等の指導の

更なる充実に努める。特に飲酒運転を行っている者やアルコール依存の問題を

持つ受刑者に対しては，その指導内容の一層の充実を図る。

少年院においては，交通事犯少年に対して，個別の問題性に応じた適切な教

育及び指導を行うとともに，人命尊重の精神と，遵法精神のかん養に重点を置

いた非行態様別指導（交通問題指導プログラム）等の交通安全教育の充実を図

る。また，被害者を死亡させた又は生命，身体を害した事件を犯した少年につ

いては，ゲストスピーカー制度などを活用し，被害者の視点を取り入れた教育

を充実させる。

少年鑑別所における交通事犯少年に対する資質鑑別については，交通事犯少

年の特性の的確な把握，より適切な交通鑑別方式の在り方等について，専門的

立場からの研究を活発化するとともに，運転適性検査や法務省式運転態度検査

等の活用により，一層の適正・充実化を図る。

ココココ 交通事犯交通事犯交通事犯交通事犯によりによりによりにより保護観察保護観察保護観察保護観察にににに付付付付されたされたされたされた者者者者にににに対対対対するするするする保護観察保護観察保護観察保護観察のののの充実充実充実充実

交通事犯に係る保護観察については，集団及び個別の処遇に当たる保護観察

官並びに保護司の処遇能力の充実を図るとともに，飲酒運転防止プログラム等

交通事犯保護観察対象者の問題性に焦点を当てた効果的な処遇を実施する。
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((((2222)))) 効果的効果的効果的効果的なななな交通安全教育交通安全教育交通安全教育交通安全教育のののの推進推進推進推進

交通安全教育を行うに当たっては，受講者が，安全に道路を通行するために必

要な技能及び知識を習得し，かつ，その必要性を理解できるようにするため，参

加・体験・実践型の教育方法を積極的に活用する。

交通安全教育を行う機関・団体は，交通安全教育に関する情報を共有し，他の

関係機関・団体の求めに応じて交通安全教育に用いる資機材の貸与，講師の派遣

及び情報の提供等，相互の連携を図りながら交通安全教育を推進する。

また，受講者の年齢や道路交通への参加の態様に応じた交通安全教育指導者の

養成・確保，教材等の充実及び衝突実験映像や映像記録型ドライブレコーダーに

よって得られた事故等の情報を活用するなど効果的な教育手法の開発・導入に努

める。

さらに，交通安全教育の効果を確認し，必要に応じて教育の方法，利用する教

材の見直しを行うなど，常に効果的な交通安全教育ができるよう努める。

((((3333)))) 交通安全交通安全交通安全交通安全にににに関関関関するするするする普及啓発活動普及啓発活動普及啓発活動普及啓発活動のののの推進推進推進推進

アアアア 交通安全運動交通安全運動交通安全運動交通安全運動のののの推進推進推進推進

県民一人一人に広く交通安全思想の普及・浸透を図り，交通ルールの遵守と

正しい交通マナーの実践を習慣付けるとともに，県民自身による道路交通環境

の改善に向けた取組を推進するための県民運動として，交通安全対策協議会等

の構成機関・団体が相互に連携して，交通安全運動を組織的・継続的に展開す

る。

交通安全運動の運動重点としては，高齢者の交通事故防止，子どもの交通事

故防止，シートベルト及びチャイルドシートの正しい着用の徹底，夜間（特に

薄暮時）における交通事故防止，自転車の安全利用の推進，飲酒運転の根絶等，

交通情勢に即した事項を設定する。また，交通安全運動の実施に当たっては，

事前に，運動の趣旨，実施期間，運動重点，実施計画等について広く県民に周

知することにより，県民参加型の交通安全運動の充実・発展を図る。

さらに，効果的な運動を実施するため，必要により地域の実態に応じた運動

重点を定め，事故実態，住民や交通事故被害者等のニーズ等を踏まえた実施に

努めるとともに，地域に密着したきめ細かい活動が期待できる民間団体及び交

通ボランティアの参加促進を図り，参加・体験・実践型の交通安全教室の開催

等により，交通事故を身近なものとして意識させる交通安全活動を促進する。

また，事後に，運動の効果を検証，評価することにより，一層効果的な運動

が実施されるよう配意する。

イイイイ 自転車自転車自転車自転車のののの安全利用安全利用安全利用安全利用のののの推進推進推進推進

自転車が道路を通行する場合は，車両としてのルールを遵守するとともに交

通マナーを実践しなければならないことを理解させる。

自転車乗用中の交通事故や自転車による迷惑行為を防止するため，歩行者や

他の車両に配慮した通行等自転車の正しい乗り方に関する普及啓発の強化を図

る。特に，自転車の歩道通行時におけるルールについての周知・徹底を図る。

自転車は，歩行者と衝突した場合には加害者となる側面も有しており，交通

に参加する者としての十分な自覚・責任が求められることから，そうした意識
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の啓発を図る。

薄暮の時間帯から夜間にかけて自転車の重大事故が多発する傾向にあること

を踏まえ，自転車の灯火の点灯を徹底し，自転車の側面等への反射材用品の取

付けを促進する。

自転車に同乗する幼児の安全を確保するため，保護者に対して幼児の同乗が

運転操作に与える影響等を体感できる参加・体験・実践型の交通安全教育を実

施するほか，幼児を同乗させる場合において安全性に優れた幼児二人同乗用自

転車の普及を促進する。

幼児・児童の自転車用ヘルメットについて，あらゆる機会を通じて保護者等

に対し，頭部保護の重要性とヘルメット着用による被害軽減効果についての理

解促進に努め，着用の徹底を図る。

ウウウウ すべてのすべてのすべてのすべての座席座席座席座席におけるにおけるにおけるにおけるシートベルトシートベルトシートベルトシートベルトのののの正正正正しいしいしいしい着用着用着用着用のののの徹底徹底徹底徹底

シートベルトの着用効果及び正しい着用方法について理解を求め，すべての

座席におけるシートベルトの正しい着用の徹底を図る。

このため，県，市町村，関係機関・団体等との協力の下，あらゆる機会・媒

体を通じて着用徹底の啓発活動等を展開する。

エ チャイルドシートエ チャイルドシートエ チャイルドシートエ チャイルドシートのののの正正正正しいしいしいしい使用使用使用使用のののの徹底徹底徹底徹底

チャイルドシートの使用効果及び正しい使用方法について，着用推進シンボ

ルマーク等を活用しつつ，幼稚園・保育所，病院等と連携した保護者に対する

効果的な広報啓発・指導に努め，正しい使用の徹底を図る。特に，比較的年齢

の高い幼児の保護者に対し，その取組を強化する。

また，市町村，民間団体等が実施している各種支援制度の活用を通じて，チ

ャイルドシートを利用しやすい環境づくりを促進する。

さらに，販売店等における利用者への正しい使用の指導・助言を推進する。

オオオオ 反射材用品反射材用品反射材用品反射材用品のののの普及促進普及促進普及促進普及促進

夜間における視認性を高め，歩行者及び自転車利用者の事故防止に効果が期

待できる反射材用品や自発光式ライト等の普及を図るため，各種広報媒体を活

用して積極的な広報啓発を推進するとともに，反射材用品等の視認効果，使用

方法等について理解を深めるため，参加・体験・実践型の交通安全教育の実施

及び関係機関・団体と協力した反射材用品等の展示会の開催等を推進する。

反射材用品等は，全年齢層を対象として普及を図ることとするが，歩行中の

交通事故死者数の中で占める割合が高い高齢者に対しては，特にその普及の促

進を図る。また，衣服や靴，鞄等の身の回り品への反射材用品の組み込みを推

奨するとともに，適切な反射性能等を有する製品についての情報提供に努める。

カカカカ 飲酒運転根絶飲酒運転根絶飲酒運転根絶飲酒運転根絶にににに向向向向けたけたけたけた規範意識規範意識規範意識規範意識のののの確立確立確立確立

飲酒運転の危険性や飲酒運転による交通事故の実態を周知するための交通安

全教育や広報啓発を引き続き推進するとともに，交通ボランティアや安全運転

管理者，酒類製造・販売業者，酒類提供飲食店，駐車場関係者等と連携してハ

ンドルキーパー運動の普及啓発に努めるなど，地域，職域等における飲酒運転

根絶の取組を更に進め，「飲酒運転をしない，させない，許さない」という県民

の規範意識の確立を図る。



- 33 -

キキキキ 効果的効果的効果的効果的なななな広報広報広報広報のののの実施実施実施実施

交通の安全に関する広報については，テレビ，ラジオ，新聞，インターネッ

ト等の広報媒体を活用して，交通事故等の実態を踏まえた広報，日常生活に密

着した内容の広報，交通事故被害者等の声を取り入れた広報等，具体的で訴求

力の高い内容を重点的かつ集中的に実施するなど，実効の挙がる広報を次の方

針により行う。

(ｱ) 家庭，学校，職場，地域等と一体となった広範なキャンペーンや，官民が

一体となった各種の広報媒体を通じての集中的なキャンペーン等を積極的に

行うことにより，高齢者の交通事故防止，シートベルト及びチャイルドシー

トの正しい着用の徹底，飲酒運転の根絶，違法駐車の排除等を図る。

(ｲ) 交通安全に果たす家庭の役割は極めて大きいことから，家庭向け広報媒体

の積極的な活用，市町村，町内会等を通じた広報等により家庭に浸透するき

め細かな広報の充実に努め，子ども，高齢者等を交通事故から守るとともに，

飲酒運転を根絶し，暴走運転，無謀運転等を追放する。

(ｳ) 民間団体の交通安全に関する広報活動を援助するため，県及び市町村は，

交通の安全に関する資料，情報等の提供を積極的に行うとともに，報道機関

の理解と協力を求め，県民的気運の盛り上がりを図る。

クククク そのそのそのその他他他他のののの普及啓発活動普及啓発活動普及啓発活動普及啓発活動のののの推進推進推進推進

(ｱ) 高齢者の交通事故防止に関する県民の意識を高めるため，高齢運転者標識

（高齢者マーク）の普及・活用を図るとともに，加齢に伴う身体機能の変化

が交通行動に及ぼす影響等について科学的な知見に基づいた広報を積極的に

行う。また，他の年齢層に高齢者の特性を理解させるとともに，高齢運転者

標識（高齢者マーク）を取り付けた自動車への保護意識を高めるように努め

る。

(ｲ) 薄暮の時間帯から夜間にかけて重大事故が多発する傾向にあることから，

夜間の重大事故の主原因となっている最高速度違反，飲酒運転等による事故

実態・危険性等を広く周知し，これら違反の防止を図る。

また，季節や気象の変化，地域の実態等に応じ，交通情報板等を活用する

などして自動車及び自転車の前照灯の早期点灯を促す。

(ｳ) 県民が，交通事故の発生状況を認識し，交通事故防止に関する意識の啓発

等を図ることができるよう，インターネット等を通じて事故データ及び事故

多発地点に関する情報の提供に努める。

(ｴ) 自動車アセスメント情報や，安全装置の有効性，自動車の正しい使い方，

点検整備の方法に係る情報，交通事故の概況等の情報を総合的な安全情報と

して取りまとめ，自動車ユーザー，自動車運送事業者，自動車製作者等の情

報の受け手に応じ適時適切に届けることにより，関係者の交通安全に関する

意識を高める。

(ｵ) 学識経験者と参加者による討議等により，交通安全活動に新しい知見を与

え，交通安全意識の高揚を図ることを目的とした各種会議を開催する。

((((4444)))) 交通交通交通交通のののの安全安全安全安全にににに関関関関するするするする民間団体等民間団体等民間団体等民間団体等のののの主体的活動主体的活動主体的活動主体的活動のののの推進推進推進推進

交通安全を目的とする民間団体については，交通安全指導者の養成等の事業及
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び諸行事に対する援助並びに交通安全に必要な資料の提供活動を充実するなど，

その主体的な活動を促進する。また，地域団体，自動車製造・販売団体，自動車

利用者団体等については，それぞれの立場に応じた交通安全活動が地域の実情に

即して効果的かつ積極的に行われるよう，全国交通安全運動等の機会を利用して

働き掛けを行う。そのため，交通安全対策に関する行政・民間団体間及び民間団

体相互間において定期的に交通安全対策協議会等を行い，交通安全に関する県民

挙げての活動の展開を図る。

また，交通指導員等必ずしも組織化されていない交通ボランティア等に対して

は，資質の向上に資する援助を行うことなどにより，その主体的な活動及び相互

間の連絡協力体制の整備を促進する。

特に，民間団体・交通ボランティア等が主体となった交通安全教育・普及啓発

活動の促進を図るため，交通安全教育の指導者を育成するためのシステムの構築

及びカリキュラムの策定に努める。

((((5555)))) 住民住民住民住民のののの参加参加参加参加・・・・協働協働協働協働のののの推進推進推進推進

交通の安全は，住民の安全意識により支えられることから，住民自らが交通安

全に関する自らの意識改革を進めることが重要である。

このため，交通安全思想の普及徹底に当たっては，行政，民間団体，企業等と

住民が連携を密にした上で，それぞれの地域における実情に即した身近な活動を

推進し，住民の参加・協働を積極的に進める。

このような観点から，安全で良好なコミュニティ形成を図るため，住民や道路

利用者が主体的に行う「ヒヤリ地図」を作成したり，交通安全総点検等住民が積

極的に参加できるような仕組みをつくったりするほか，その活動において，当該

地域に根ざした具体的な目標を設定するなどの交通安全対策を推進する。
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３３３３ 安全運転安全運転安全運転安全運転のののの確保確保確保確保

安全運転を確保するためには，運転者の能力や資質の向上を図ることが必要であ

り，このため，運転者のみならず，これから運転免許を取得しようとする者までを

含めた運転者教育等の充実に努める。特に，今後大幅に増加することが予想される

高齢運転者に対する教育等の充実を図る。

また，今後の自動車運送事業の変化を見据え，企業・事業所等が交通安全に果た

すべき役割と責任を重視し，企業・事業所等の自主的な安全運転管理対策の推進及

び自動車運送事業者の安全対策の充実を図るとともに，交通労働災害の防止等を図

るための取組を進める。

さらに，道路交通の安全に影響を及ぼす自然現象等に関する適時・適切な情報提

供を実施するため，ＩＴ等を活用しつつ，道路交通に関連する総合的な情報提供の

充実を図る。

((((1111)))) 運転者教育等運転者教育等運転者教育等運転者教育等のののの充実充実充実充実

安全運転に必要な知識及び技能を身に付けた上で安全運転を実践できる運転者

を育成するため，免許取得前から，安全意識を醸成する交通安全教育の充実を図

るとともに，免許取得時及び免許取得後においては，特に，実際の交通場面で安

全に運転する能力を向上させるための教育を行う。

また，これらの機会が，単なる知識や技能を教える場にとどまることなく，

個々の心理的・性格的な適性を踏まえた教育，交通事故被害者等の手記等を活用

した講習を行うなどにより交通事故の悲惨さの理解を深める教育，自らの身体機

能の状況や健康状態について自覚を促す教育等を行うことを通じて，運転者の安

全に運転しようとする意識及び態度を向上させるよう，教育内容の充実を図る。

アアアア 運転免許運転免許運転免許運転免許をををを取得取得取得取得しようとするしようとするしようとするしようとする者者者者にににに対対対対するするするする教育教育教育教育のののの充実充実充実充実

(ｱ) 自動車教習所における教習の充実

自動車教習所の教習に関し，交通事故の発生状況，道路環境等の交通状況

を勘案しつつ，教習カリキュラムの見直し・検討を進めるほか，教習指導員

等の資質の向上，教習内容及び技法の充実を図り，教習水準を高める。

また，教習水準に関する情報の県民への提供に努める。

(ｲ) 取得時講習の充実

原付免許，普通二輪免許，大型二輪免許，普通免許，中型免許，大型免許，

普通二種免許，中型二種免許及び大型二種免許を取得しようとする者に対す

る取得時講習の充実に努める。

イイイイ 運転者運転者運転者運転者にににに対対対対するするするする再教育等再教育等再教育等再教育等のののの充実充実充実充実

取消処分者講習，停止処分者講習，違反者講習，初心運転者講習，更新時講

習及び高齢者講習により運転者に対する再教育が効果的に行われるよう，講習

施設・設備の拡充を図るほか，講習指導員の資質向上，講習資機材の高度化並

びに講習内容及び講習方法の充実に努める。

特に，飲酒運転を防止するという観点から，飲酒運転違反者に対する取消処

分者講習の在り方を見直し，その内容を充実させる。

自動車教習所については，既に運転免許を取得した者に対する再教育も実施

するなど，地域の交通安全教育センターとしての機能の充実に努める。
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ウウウウ 二輪車安全運転対策二輪車安全運転対策二輪車安全運転対策二輪車安全運転対策のののの推進推進推進推進

取得時講習のほか，二輪車安全運転講習及び原付安全運転講習の推進に努め

る。また，指定自動車教習所における交通安全教育体制の整備等を促進し，二

輪車運転者に対する教育の充実強化に努める。

エエエエ 高齢運転者対策高齢運転者対策高齢運転者対策高齢運転者対策のののの充実充実充実充実

(ｱ) 高齢者に対する教育の充実

高齢者講習の効果的実施，更新時講習における高齢者学級の拡充等に努め

る。

特に，講習予備検査（認知機能検査）に基づく高齢者講習においては，検

査の結果に基づくきめ細かな教育に努める。

また，講習予備検査（認知機能検査）の実施状況を調査し，検査の判定基

準が適正なものであるかどうかなどについて検証を行う。

(ｲ) 臨時適性検査の確実な実施

講習予備検査（認知機能検査）の機会等を通じて，認知症の疑いがある運

転者の把握に努め，臨時適性検査の確実な実施等により，安全な運転に支障

のある者については運転免許の取消等の行政処分を行う。

また，臨時適性検査の円滑な実施のため，認知症専門医等との連携を強化

するなど，態勢の強化に努める。

(ｳ) 運転経歴証明書の充実

運転経歴証明書の身分証明書としての機能を充実させ，運転免許証を自主

返納した者の支援に努める。

(ｴ) 高齢運転者標識（高齢者マーク）の活用

高齢運転者の安全意識を高めるため，高齢者マークの積極的な使用の促進

を図る。

オ シートベルトオ シートベルトオ シートベルトオ シートベルト，，，，チャイルドシートチャイルドシートチャイルドシートチャイルドシート及及及及びびびび乗車用乗車用乗車用乗車用ヘルメットヘルメットヘルメットヘルメットのののの正正正正しいしいしいしい着用着用着用着用のののの徹底徹底徹底徹底

シートベルト，チャイルドシート及び乗車用ヘルメットの正しい着用の徹底

を図るため，関係機関・団体と連携し，各種講習・交通安全運動等あらゆる機

会を通じて，着用効果の啓発等着用推進キャンペーンを積極的に行うとともに，

シートベルト，チャイルドシート及び乗車用ヘルメット着用義務違反に対する

街頭での指導取締りの充実を図る。

カカカカ 自動車安全運転自動車安全運転自動車安全運転自動車安全運転センターセンターセンターセンターのののの業務業務業務業務のののの充実充実充実充実

自動車安全運転センター安全運転中央研修所における各種の訓練施設を活用

し，高度の運転技能と専門的知識を必要とする安全運転指導者，職業運転者，

青少年運転者等に対する参加・体験・実践型の交通安全教育の充実を図るとと

もに，通知，証明及び調査研究業務等の一層の充実を図る。

キキキキ 自動車運転代行業自動車運転代行業自動車運転代行業自動車運転代行業のののの指導育成等指導育成等指導育成等指導育成等

自動車運転代行業の業務の適正な運営を確保し，交通の安全及び利用者の保

護を図るため，自動車運転代行業者に対し，立入検査等を行うほか，無認定営

業，損害賠償措置義務違反，無免許運転等の違法行為の厳正な取締りを実施す

る。

クククク 独立行政法人自動車事故対策機構独立行政法人自動車事故対策機構独立行政法人自動車事故対策機構独立行政法人自動車事故対策機構によるによるによるによる自動車運送事業等自動車運送事業等自動車運送事業等自動車運送事業等にににに従事従事従事従事するするするする運転者運転者運転者運転者

にににに対対対対するするするする適性診断適性診断適性診断適性診断のののの充実充実充実充実
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独立行政法人自動車事故対策機構による自動車運送事業等に従事する運転者

に対する適性診断については，診断技術の向上と診断機器の充実を図るととも

に受診環境の整備を行い，受診を積極的に促進する。

ケケケケ 悪質危険悪質危険悪質危険悪質危険なななな運転者運転者運転者運転者のののの早期排除早期排除早期排除早期排除

行政処分制度の適正かつ迅速な運用により長期未執行者の解消に努めるなど，

悪質危険な運転者の早期排除を図る。

((((2222)))) 運転免許業務運転免許業務運転免許業務運転免許業務のののの改善改善改善改善

運転免許試験については，現実の交通環境における能力の有無を的確に判定す

るものとなっているかについて検証を行い，必要に応じ，改善を図る。

また，県民の立場に立った運転免許業務を行うため，手続の簡素化の推進によ

り更新負担の軽減を図るとともに，運転免許試験場における障害者等のための設

備・資機材の整備及び運転適性相談活動の充実を図る。

さらに，運転免許証の偽変造防止，運転免許業務運営の合理化等を図る観点か

ら，高度なセキュリティ機能を有する電子技術を応用したＩＣカード運転免許証

の利便性を図るとともに広報に努める。

((((3333)))) 安全運転管理安全運転管理安全運転管理安全運転管理のののの推進推進推進推進

安全運転管理者及び副安全運転管理者に対する講習の見直し等により，これら

の者の資質及び安全意識の向上を図るとともに，事業所内で交通安全教育指針に

基づいた交通安全教育が適切に行われるよう安全運転管理者等を指導する。

また，安全運転管理者等の未選任事業所の一掃を図り，企業内の安全運転管理

体制を充実強化し，安全運転管理業務の徹底を図る。

さらに，事業活動に関してなされた道路交通法違反等についての使用者等への

通報制度を十分活用するとともに，使用者，安全運転管理者等による下命，容認

違反等については，使用者等の責任追及を徹底し適正な運転管理を図る。

事業活動に伴う交通事故防止を更に促進するため，映像記録型ドライブレコー

ダー，デジタル式運行記録計等（以下「ドライブレコーダー等」という。）の安全

運転の確保に資する車載機器の普及促進に努めるとともに，ドライブレコーダー

等によって得られた事故等の情報の交通安全教育や安全運転管理への活用方法に

ついて周知を図る。

((((4444)))) 自動車運送事業者自動車運送事業者自動車運送事業者自動車運送事業者のののの安全対策安全対策安全対策安全対策のののの充実充実充実充実

アアアア 自動車運送事業者自動車運送事業者自動車運送事業者自動車運送事業者にににに対対対対するするするする指導監督指導監督指導監督指導監督のののの充実充実充実充実

自動車関係法令等の履行及び運行管理の徹底を図るため，飲酒運転等の悪質

違反を犯した事業者，重大事故を引き起こした事業者及び新規参入事業者等に

対する監査を徹底するとともに，関係機関合同による監査・監督を実施し，不

適切な事業者に対しては厳正な処分を行う。このため，効果的かつ効率的な監

査を実施するための監査システムの構築及び監査実施体制の充実・強化を図る。

また，関係行政機関相互の連絡会議の開催及び指導監督結果の相互通報制度

等を活用することにより，過労運転に起因する事故等の通報制度の的確な運用

と業界指導の徹底を図るとともに，事業者団体等関係団体を通じての指導にも
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努める。特に，貨物自動車運送事業者については，貨物自動車運送適正化事業

実施機関を通じての過労運転・過積載の防止等運行の安全を確保するための指

導の徹底を図る。

さらに，自動車運送事業者による社内一丸となった安全管理体制の構築・改

善を図るため，国がその構築状況を評価・助言する運輸安全マネジメント制度

の一層の浸透・徹底を図る。

このほか，平成23年 5月１日施行の自動車運送事業者に対する点呼時におけ

るアルコール検知器の使用義務付けにより，自動車運送事業者における飲酒運

転ゼロを目指す。

イイイイ 安全運転安全運転安全運転安全運転のののの確保確保確保確保にににに資資資資するするするする機器機器機器機器のののの普及促進及普及促進及普及促進及普及促進及びびびび活用策活用策活用策活用策のののの充実充実充実充実

映像記録型ドライブレコーダー，デジタル式運行記録計等の安全運転の確保

に資する機器の普及促進に努めるとともに，運送事業者における乗務員のリス

ク情報の把握や共有，経営者や運行管理者による事故の再発防止対策の検討・

立案等を容易に，かつ，効率的・効果的に実施するための映像記録型ドライブ

レコーダーの活用手順について周知を図る。また，映像記録型ドライブレコー

ダーより得られた情報の事故分析への更なる活用方法等について検討し，活用

方法等の充実に努める。

ウウウウ 自動車運送事業者自動車運送事業者自動車運送事業者自動車運送事業者にににに係係係係るるるる事故事故事故事故のののの要因分析要因分析要因分析要因分析のののの実施実施実施実施

事業用自動車の事故に関する情報の充実を図るため，自動車事故報告規則

（昭和26年運輸省令第104 号）に基づく事故情報の収集・分析に加え，自動車

運送事業に係る交通事故要因分析のための情報収集・分析を充実及び強化する

とともに，これらの事故情報について，多角的に分析等を実施する。

エエエエ 運行管理者等運行管理者等運行管理者等運行管理者等にににに対対対対するするするする指導講習指導講習指導講習指導講習のののの充実充実充実充実

運行管理者等に対する指導講習について，民間参入の促進を図ること等によ

り，受講環境の整備を行う。

オオオオ 貨物自動車運送事業安全性評価事業貨物自動車運送事業安全性評価事業貨物自動車運送事業安全性評価事業貨物自動車運送事業安全性評価事業のののの促進等促進等促進等促進等

全国貨物自動車運送適正化事業実施機関において，貨物自動車運送事業者に

ついて，利用者が安全性の高い事業者を選択することができるようにするとと

もに，事業者全体の安全性向上に資するものとして実施している「貨物自動車

運送事業安全性評価事業」（通称Ｇマーク事業）を促進する。

また，国，地方公共団体及び民間団体等において，貨物自動車運送を伴う業

務を発注する際には，それぞれの業務の範囲内で道路交通の安全を推進すると

の観点から，安全性優良事業所（通称Ｇマーク認定事業所）の認定状況も踏ま

えつつ，関係者の理解も得ながら該当事業所が積極的に選択されるよう努める。

((((5555)))) 交通労働災害交通労働災害交通労働災害交通労働災害のののの防止等防止等防止等防止等

アアアア 交通労働災害交通労働災害交通労働災害交通労働災害のののの防止防止防止防止

「交通労働災害防止のためのガイドライン」の周知徹底を行うことにより，

事業場における管理体制の確立，適正な労働時間等の管理，適正な走行管理，

運転者に対する教育，健康管理，交通労働災害防止に対する意識の高揚等を促

進する。

また，これらの対策が効果的に実施されるよう関係団体と連携して，事業場
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における交通労働災害防止担当管理者の配置，「交通労働災害防止のためのガイ

ドライン」に基づく同管理者及び自動車運転業務従事者に対する教育の実施を

推進するとともに，事業場に対する個別指導等を実施する。

イイイイ 運転者運転者運転者運転者のののの労働条件労働条件労働条件労働条件のののの適正化等適正化等適正化等適正化等

自動車運転者の労働時間，休日，割増賃金，賃金形態等の労働条件の改善を

図るため，労働基準法（昭和２２年法律第４９号）等の関係法令及び「自動車

運転者の労働時間等の改善のための基準」（平成元年労働省告示第７号）の履行

を確保するための監督指導を実施する。

また，関係行政機関において相互の連絡会議の開催及び監査・監督結果の相

互通報制度等の活用を図るとともに，必要に応じ合同による監査・監督を実施

する。

((((6666)))) 道路交通道路交通道路交通道路交通にににに関連関連関連関連するするするする情報情報情報情報のののの充実充実充実充実

アアアア 危険物輸送危険物輸送危険物輸送危険物輸送にににに関関関関するするするする情報提供情報提供情報提供情報提供のののの充実等充実等充実等充実等

危険物の輸送時の事故による大規模な災害を未然に防止し，災害が発生した

場合の被害の軽減に資する情報提供の充実等を図るため，イエローカード（危

険有害物質の性状，処理剤及びその調達先等事故の際必要な情報を記載した緊

急連絡カード）の携行，関係法令の遵守，乗務員教育の実施等について危険物

運送事業者の指導を強化する。

また，危険物運搬車両の交通事故による危険物の漏洩等が発生した場合に，

安全かつ迅速に事故処理等を行うため，危険物災害等情報支援システムの充実

を図る。

イイイイ 気象情報等気象情報等気象情報等気象情報等のののの充実充実充実充実

道路交通に影響を及ぼす自然現象を的確に把握し，気象警報・注意報・予報

及び津波警報・注意報並びに台風，大雨，竜巻等の激しい突風，地震，津波，

火山噴火等の現象に関する情報の質的向上と適時・適切な発表及び迅速な伝達

に努める。また，道路の降雪状況や路面状況等を収集し，道路利用者に提供す

る道路情報提供装置等の整備を推進する。

さらに，気象，地震，津波，火山現象等に関する観測施設を適切に整備・配

置し，維持するとともに，防災関係機関等との間の情報の共有やＩＴを活用し

た観測・監視体制の強化を図るものとする。このほか，広報や講習会等を通じ

て気象知識の普及に努める。
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４４４４ 車両車両車両車両のののの安全性安全性安全性安全性のののの確保確保確保確保

現在，エレクトロニクス技術の自動車への利用範囲の拡大を始めとして，自動車

に関する技術の進歩は目覚ましく，車両の安全対策として効果が期待できる範囲は

確実に拡大していることから，今後車両の安全対策を拡充強化することが必要であ

る。

このような認識の下，車両構造に起因するとされる事故について対策を講ずると

ともに，主に運転ミス等の人的要因に起因するとされる事故についても，車両構造

面からの対策によりできる限り交通事故の未然防止を図る。

また，不幸にして発生してしまった事故についても，車両構造面からの被害軽減

対策を拡充するとともに，事故発生後の車両火災防止や車両からの脱出容易性の確

保等，被害拡大防止対策を併せて進める。

特に，事故件数及び死傷者数は依然として高水準にあり，後遺障害も考慮すれば，

これまで被害軽減を上げてきた被害軽減対策の進化・成熟化を図ることに加え，今

後は，事故を未然に防止する予防安全対策について，先進技術の活用等により，更

なる充実を図る必要がある。また，車両安全対策の推進に当たっては，規制と誘導

的施策を総合的かつ有効に連携させるため，安全性に関する基準の拡充・強化のみ

ならず，自動車製作者や研究機関等による安全な自動車の開発を促進する方策，使

用者による安全な自動車の選択を促進する方策等を，基礎研究から実用・普及まで

の各段階に応じて適切に講じる必要がある。

さらに，自動車が使用される段階においては，自動車にはブレーキ・パッド，タ

イヤ等走行に伴い摩耗・劣化する部品や，ブレーキ・オイル，ベルト等のゴム部品

等走行しなくても時間の経過とともに劣化する部品等が多く使用されており，適切

な保守管理を行わなければ，不具合に起因する事故等の可能性が大きくなることか

ら，自動車の適切な保守管理を推進する必要がある。

自動車の保守管理は，一義的には，自動車使用者の責任の下になされるべきであ

るが，自動車は，交通事故等により運転者自身の生命，身体のみでなく，第三者の

生命，身体にも影響を与える危険性を内包しているため，自動車検査により，各車

両の安全性の確保を図る。

((((1111)))) 車両車両車両車両のののの安全性安全性安全性安全性にににに関関関関するするするする基準等基準等基準等基準等のののの改善改善改善改善のののの推進推進推進推進

アアアア 道路運送車両道路運送車両道路運送車両道路運送車両のののの保安基準保安基準保安基準保安基準のののの拡充拡充拡充拡充・・・・強化等強化等強化等強化等

(ｱ) 車両の安全対策の推進

車両の安全対策については，平成２２年度に開催された交通政策審議会陸

上交通分科会自動車交通部会の結果を踏まえて実施していく。

具体的には，

①事故実態の把握・分析

②安全対策に関する方針，対策の具体的な内容の検討

③事前効果評価・事後効果評価

といった一連の流れを継続的に実施することにより，車両の安全対策を推進

していく。

なお，事故を未然に防止する予防安全対策については，車両安全対策を推

進する取組の一環として，これまでも保安基準の拡充・強化等と先進安全自
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動車（ＡＳＶ
1
）の開発・普及の促進，使用者に対する自動車アセスメント情

報の提供等との総合的かつ有効な連携を深めてきたところであるが，今後も

より一層の連携を図っていく。

(ｲ) 道路運送車両の保安基準の拡充・強化

車両の安全対策の基本である自動車の構造・装置等の安全要件を定める道

路運送車両の保安基準について，上述の検討結果を踏まえつつ，事故を未然

に防ぐための予防安全対策，万が一事故が発生した場合においても乗員，歩

行者等の保護を行うための被害軽減対策，その際に火災の発生等の二次災害

が起こることを防止するための災害拡大防止対策のそれぞれの観点から，適

切に拡充・強化を図る。

イイイイ 先進安全自動車先進安全自動車先進安全自動車先進安全自動車（ＡＳＶ）（ＡＳＶ）（ＡＳＶ）（ＡＳＶ）のののの開発開発開発開発・・・・普及普及普及普及のののの促進促進促進促進

先進技術を利用してドライバーの安全運転を支援するシステムを搭載した先

進安全自動車（ＡＳＶ）について，車両の開発・普及の促進を進める。

((((2222)))) 自動車自動車自動車自動車アセスメントアセスメントアセスメントアセスメント情報情報情報情報のののの提供等提供等提供等提供等

自動車の安全装置の正しい使用方法，装備状況等の一般情報とともに，自動車

の車種ごとの安全性に関する比較情報を公正中立な立場で取りまとめ，これを自

動車使用者に定期的に提供する自動車アセスメント事業を推進する。これにより，

自動車使用者の選択を通じて，より安全な自動車の普及拡大を促進すると同時に，

自動車製作者のより安全な自動車の研究開発を促進する。

また，チャイルドシートについても，製品ごとの安全性に関する比較情報等を

自動車使用者に提供することにより，その選択を通じて，より安全なチャイルド

シートの普及拡大を図る。

((((3333)))) 自動車自動車自動車自動車のののの検査及検査及検査及検査及びびびび点検整備点検整備点検整備点検整備のののの充実充実充実充実

アアアア 自動車自動車自動車自動車のののの検査検査検査検査のののの充実充実充実充実

自動車検査独立行政法人が実施する自動車検査については，検査体制の充実

強化を図る。

道路運送車両の保安基準の拡充・強化に合わせて進化する自動車技術に対応

して，ＩＴ化による自動車検査情報の活用等の検査の高度化を進めるなど，道

路運送車両法（昭和２６年法律第１８５号）に基づく新規検査等の自動車検査

の充実強化を図る。また，不正改造を防止するため，適宜，自動車使用者の立

入検査を行うとともに，街頭検査体制の充実強化を図ることにより，不正改造

車両を始めとした整備不良車両及び基準不適合車両の排除等を推進する。

指定自動車整備事業制度の適正な運用・活用を図るため，事業者に対する指

導監督を強化する。さらに，軽自動車の検査については，その実施機関である

軽自動車検査協会における検査の効率化を図るとともに，検査体制の充実強化

を図る。

イイイイ 自動車点検整備自動車点検整備自動車点検整備自動車点検整備のののの充実充実充実充実

(ｱ) 自動車点検整備の推進
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自動車ユーザーの保守管理意識を高揚し，点検整備の確実な実施を図るた

め，「自動車点検整備推進運動」を関係者の協力の下に展開するなど，自動車

ユーザーによる保守管理の徹底を強力に促進する。

また，自動車運送事業者の保有する事業用車両の安全性を確保するため，

自動車運送事業者監査，整備管理者研修等のあらゆる機会をとらえ，関係者

に対し，車両の保守管理について指導を行い，その確実な実施を推進する。

なお，車両不具合による事故については，その原因の把握・究明に努める

とともに，点検整備方法に関する情報提供等により再発防止の徹底を図る。

(ｲ) 不正改造車の排除

道路交通に危険を及ぼすなど社会的問題となっている暴走族の不正改造車

や過積載を目的とした不正改造車等を排除し，自動車の安全運行を確保する

ため，関係機関の支援及び自動車関係団体の協力の下に「不正改造車を排除

する運動」を展開し，広報活動の推進，関係者への指導，街頭検査等を強化

することにより，不正改造防止について，自動車ユーザー及び自動車関係事

業者等の認識を高める。

また，不正改造行為の禁止及び不正改造車両に対する整備命令制度につい

て，その的確な運用に努める。

(ｳ) 自動車分解整備事業の適正化及び近代化

点検整備に対する自動車ユーザーの理解と信頼を得るため，自動車分解整

備事業者に対し，整備料金，整備内容の適正化について，消費者保護の観点

も含め，その実施の推進を指導する。また，自動車分解整備事業者における

経営管理の改善や整備の近代化等への支援を推進する。

(ｴ) 自動車の新技術への対応等整備技術の向上

自動車新技術の採用・普及，車社会の環境の変化に伴い，自動車を適切に

維持管理するためには，自動車整備業がこれらの変化に対応する必要がある

ことから，関係団体からのヒアリング等を通じ自動車整備業の現状について

把握するとともに，自動車整備業が自動車の新技術及び多様化するユーザー

ニーズに対応するための環境整備・技術の高度化を推進する。

また，整備主任者等を対象とした新技術研修の実施等により，整備要員の

技術の向上を図るとともに，新技術が採用された自動車の整備や自動車ユー

ザーに対する自動車の正しい使用についての説明等のニーズに対応するため，

一級自動車整備士制度の活用を推進する。

(ｵ) ペーパー車検等の不正事案に対する対処の強化

民間能力の活用等を目的として，指定自動車整備事業制度が設けられてい

るが，近年ペーパー車検等の不正事案が発生していることから，制度の適正

な運用・活用を図るため，事業者に対する指導監督を引き続き行う。

((((4444)))) リコールリコールリコールリコール制度制度制度制度のののの充実充実充実充実・・・・強化強化強化強化

自動車のリコールの迅速かつ着実な実施のため，自動車製作者等及びユーザー

からの情報収集に努め，自動車製作者等への監査を実施する。

さらに，ユーザーの目線に立った，より迅速かつ着実なリコール実施のための

情報収集体制及び調査分析体制の強化を図るため，次の施策を講じる。
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○ 情報収集体制の強化

不具合情報やリコール情報等に関し，自動車製作者等から収集している不

具合情報の拡充，海外機関との連携強化等により，情報収集体制の充実強化

を図る。

○ 調査分析体制の強化

収集した不具合情報について，スクリーニングを的確に実施する。

また，ユーザーに対し，自動車の不具合に対する関心を高めるためのリコ

ール関連情報等の提供を行う。

((((5555)))) 自転車自転車自転車自転車のののの安全性安全性安全性安全性のののの確保確保確保確保

自転車の安全な利用を確保し，自転車事故の防止を図るため，駆動補助機付自

転車（人の力を補うため原動機を用いるもの）及び普通自転車の型式認定制度を

活用する。また，自転車利用者が定期的に点検整備や正しい利用方法等の指導を

受ける気運を醸成するとともに，自転車事故による被害者の救済に資するため各

種保険の普及に努める。

さらに，夜間における交通事故の防止を図るため，灯火の取付けの徹底と反射

器材等の普及促進を図り，自転車の被視認性の向上を図る。
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５５５５ 道路交通秩序道路交通秩序道路交通秩序道路交通秩序のののの維持維持維持維持

年々増加している交通ルール無視による交通事故を防止するためには，交通指導

取締り，交通事故事件捜査，暴走族取締り等を通じ，道路交通秩序の維持を図る必

要がある。

このため，交通事故実態等を的確に分析し，死亡事故等重大事故に直結する悪質

性，危険性，迷惑性の高い違反に重点を置いた交通指導取締りを推進する。

また，事故原因の徹底究明を求める国民意識の高まり等を踏まえ，交通事故事件

その他の交通犯罪の捜査を適正かつ迅速に行うため，捜査体制及び装備等の充実強

化を図る。

さらに，暴走族対策を強力に推進するため，関係機関・団体が連携し，地域ぐる

みでの暴走族追放気運の高揚に努め，暴走行為をさせない環境づくりを推進すると

ともに，取締り体制及び装備資機材の充実強化を図る。

((((1111)))) 交通交通交通交通のののの指導取締指導取締指導取締指導取締りのりのりのりの強化等強化等強化等強化等

アアアア 一般道路一般道路一般道路一般道路におけるにおけるにおけるにおける効果的効果的効果的効果的なななな指導取締指導取締指導取締指導取締りのりのりのりの強化等強化等強化等強化等

一般道路においては，歩行者及び自転車利用者の事故防止並びに事故多発路

線等における重大事故の防止に重点を置いて，交通指導取締りを効果的に推進

する。

(ｱ) 悪質性，危険性，迷惑性の高い違反に重点を置いた取締りの強化等

指導取締り体制を充実し，児童，高齢者，障害者等の保護の観点に立った

交通取締りを推進し，事故多発路線等における街頭指導活動を強化するとと

もに，無免許運転，飲酒運転，著しい速度超過，交差点関連違反等の悪質性，

危険性，迷惑性の高い違反に重点を置いた取締りの強化を図る。

特に，飲酒運転については，取締りにより常習者を道路交通の場から排除

するとともに，運転者の周辺で飲酒運転を助長し，容認している者に対する

捜査を徹底するなど，飲酒運転の根絶に向けた取組を推進する。

(ｲ) 背後責任の追及

事業活動に関してなされた過積載，過労運転等の違反については，自動車

の使用者等に対する責任追及を徹底するとともに，必要に応じ自動車の使用

制限命令や荷主等に対する再発防止命令を行い，また，事業者の背後責任が

明らかとなった場合は，それらの者に対する指導，監督処分等を行うことに

より，この種の違反の防止を図る。

(ｳ) 自転車利用者に対する指導取締りの推進

自転車利用者による無灯火，二人乗り，信号無視，一時不停止及び歩道通

行者に危険を及ぼす違反等に対して積極的に指導警告を行うとともに，これ

に従わない悪質・危険な自転車利用者に対する検挙措置を推進する。

イイイイ 高速自動車国道等高速自動車国道等高速自動車国道等高速自動車国道等におけるにおけるにおけるにおける指導取締指導取締指導取締指導取締りのりのりのりの強化等強化等強化等強化等

高速自動車国道等においては，重大な違反行為はもちろんのこと，軽微な違

反行為であっても重大事故に直結するおそれがあることから，交通の指導取締

り体制の整備に努め，交通流や交通事故発生状況等の交通の実態に即した効果

的な機動警ら等を実施することにより，違反の未然防止及び交通流の整序を図

る。
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また，交通指導取締りは，悪質性，危険性，迷惑性の高い違反を重点とし，

特に，著しい速度超過，飲酒運転，車間距離不保持，通行帯違反等の取締りを

強化する。

ウウウウ 科学的科学的科学的科学的なななな指導取締指導取締指導取締指導取締りのりのりのりの推進推進推進推進

交通事故分析システムの高度化や交通事故発生状況と指導取締り実施状況等

を関連付けて分析するシステムの研究開発，取締り用装備資機材の改良等科学

技術の進歩に対応した研究開発を図るとともに，速度違反自動取締装置の整備

を推進するなど，交通事故実態に的確に対応した科学的かつ効率的な指導取締

りを推進する。

((((2222)))) 交通事故事件交通事故事件交通事故事件交通事故事件そのそのそのその他他他他のののの交通犯罪交通犯罪交通犯罪交通犯罪のののの捜査体制捜査体制捜査体制捜査体制のののの強化強化強化強化

交通事故事件その他の交通犯罪の捜査を適正かつ迅速に行うため，次により捜

査体制，装備等の充実強化を図る。

アアアア 専従捜査体制専従捜査体制専従捜査体制専従捜査体制のののの強化等強化等強化等強化等

交通事故事件その他の交通犯罪の捜査体制を強化するため，専従職員の捜査

能力の一層の向上及び体制の充実に努める。

イイイイ 初動捜査体制及初動捜査体制及初動捜査体制及初動捜査体制及びびびび科学的捜査体制科学的捜査体制科学的捜査体制科学的捜査体制のののの強化強化強化強化

交通事故処理車その他の車両，交通事故自動記録装置を始めとする交通事故

捜査支援システム等の整備を推進する。

((((3333)))) 暴走族対策暴走族対策暴走族対策暴走族対策のののの強化強化強化強化

暴走族による各種不法事案を未然に防止し，交通秩序を確保するとともに，青

少年の健全な育成に資するため，関係機関・団体が連携し，次の暴走族対策を強

力に推進する。

アアアア 暴走族追放気運暴走族追放気運暴走族追放気運暴走族追放気運のののの高揚及高揚及高揚及高揚及びびびび家庭家庭家庭家庭，，，，学校等学校等学校等学校等におけるにおけるにおけるにおける青少年青少年青少年青少年のののの指導指導指導指導のののの充実充実充実充実

暴走族追放の気運を高揚させるため，地方公共団体における「暴走族根絶条

例」等の制定及び運用に協力するとともに，報道機関等に対する資料提供を積

極的に行い，暴走族の実態が的確に広報されるよう努めるなど，広報活動を積

極的に行う。また，家庭，学校，職場，地域等において，青少年に対し，「暴走

族加入阻止教室」を開催するなどの指導等を促進する。さらに，関係団体等と

の連携の下に暴走族相談員制度を創設し，暴走族の解体，暴走族への加入阻止，

暴走族からの離脱等の支援指導を徹底する。暴走族問題と青少年の非行等問題

行動との関連性を踏まえ，青少年育成団体等との連携を図るなど，青少年の健

全育成を図る観点から施策を推進する。

イイイイ 暴走行為阻止暴走行為阻止暴走行為阻止暴走行為阻止のためののためののためののための環境整備環境整備環境整備環境整備

暴走族及びこれに伴う群衆のい集場所として利用されやすい施設の管理者に

協力を求め，暴走族等をい集させないための施設の管理改善等の環境づくりを

推進するとともに，地域における関係機関・団体が連携を強化し，暴走行為等

ができない道路交通環境づくりを積極的に行う。

また，事前の情報の入手に努め，集団不法事案に発展するおそれがあるとき

は，早期に暴走族と群衆を隔離するなどの措置を講ずる。
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ウウウウ 暴走族暴走族暴走族暴走族にににに対対対対するするするする指導取締指導取締指導取締指導取締りのりのりのりの強化強化強化強化

暴走族取締りの体制及び装備資機材の充実を図るとともに，集団暴走行為，

爆音暴走行為その他悪質事犯に対しては，共同危険行為等の禁止違反を始めと

する各種法令を適用して検挙及び補導を徹底し，併せて解散指導を積極的に行

うなど，暴走族に対する指導取締りの強化を図る。

また，「不正改造車を排除する運動」等を通じ，街頭検査において不法改造車

両の取締りを行うとともに，不正改造車両等の押収のほか，司法当局に没収

（没取）措置を働き掛けるなど暴走族と車両の分離を図り，不正改造等暴走行

為を助長する行為に対しても背後責任の追及を行う。

さらに，不正改造行為に関する情報収集を徹底するとともに，関係機関と連

携して，不正改造を敢行する業者に対する取締りを強化するなど根源的な対策

を講じるほか，複数の都府県にまたがる広域暴走族事件に迅速かつ効率的に対

処するため，関係都府県警察相互の捜査協力を積極的に行う。

エエエエ 暴走族関係事犯者暴走族関係事犯者暴走族関係事犯者暴走族関係事犯者のののの再犯防止再犯防止再犯防止再犯防止

暴走族関係事犯の捜査に当たっては，個々の犯罪事実はもとより，組織の実

態やそれぞれの被疑者の非行の背景となっている行状，性格，環境等の諸事情

をも明らかにしつつ，グループの解体や暴走族グループから構成員等を離脱さ

せるなど暴走族関係事犯者の再犯防止に努める。また，暴力団とかかわりのあ

る者については，その実態を明らかにするとともに，暴力団から離脱するよう

指導を徹底する。

暴走族関係保護観察対象者の処遇に当たっては，遵法精神のかん養，家庭環

境の調整，交友関係の改善指導，暴走族組織からの離脱指導等，再犯防止に重

点を置いた処遇の実施に努める。

また，暴走族に対する運転免許の行政処分については，特に迅速かつ厳重に行

う。

さらに，暴走族問題は地域社会に深く関わる問題であることにかんがみ，県

に設置されている「暴走族対策会議」の下に，暴走族対策の推進に携わる機関

及び団体の代表から構成される「暴走族対策推進幹事会」等の設置を促進する。

オオオオ 車両車両車両車両のののの不正改造不正改造不正改造不正改造のののの防止防止防止防止

暴走行為を助長するような車両の不正な改造を防止するよう，また，保安基

準に適合しない部品等が不正な改造に使用されることがないよう，「不正改造車

を排除する運動」等を通じ，広報活動の推進及び企業，関係団体に対する指導

を積極的に行う。

また，自動車ユーザーだけでなく，不正改造等を行った者に対して，必要に

応じて立ち入り検査を行う。

その他，違法行為を敢行する旧車會（暴走族風に改造した旧型の自動二輪車

等を運転する者のグループ）に対する実態把握を徹底し，把握した情報を関係

都道府県間で共有化するとともに，不正改造等の取締りを強化するなど的確な

対応を推進する。



1ＡＥＤ：Automated Extemal Detibrillator
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６６６６ 救助救助救助救助・・・・救急活動救急活動救急活動救急活動のののの充実充実充実充実

交通事故による負傷者の救命を図り，また，被害を最小限にとどめるため，高速

自動車国道を含めた道路上の交通事故に即応できるよう，救急医療機関，消防機関

等の救急関係機関相互の緊密な連携・協力関係を確保しつつ，救助・救急体制及び

救急医療体制の整備を図る。特に，負傷者の救命率・救命効果の一層の向上を図る

観点から，救急現場又は搬送途上において，医師，看護師，救急救命士，救急隊員

等による一刻も早い救急医療，応急処置等を実施するための体制整備を図るほか，

事故現場からの緊急通報体制の整備やバイスタンダー（現場に居合わせた人）によ

る応急手当の普及等を推進する。

((((1111)))) 救助救助救助救助・・・・救急体制救急体制救急体制救急体制のののの整備整備整備整備

アアアア 救助体制救助体制救助体制救助体制のののの整備整備整備整備・・・・拡充拡充拡充拡充

交通事故に起因する救助活動の増大及び事故の種類・内容の複雑多様化に対

処するため，救助体制の整備・拡充を図り，救助活動の円滑な実施を期する。

イイイイ 救助救助救助救助・・・・集団救急事故体制集団救急事故体制集団救急事故体制集団救急事故体制のののの整備整備整備整備

大規模道路交通事故等の多数の負傷者が発生する大事故に対処するため，連

絡体制の整備，救護訓練の実施等，集団救助・救急事故体制を推進する。

ウウウウ 心肺心肺心肺心肺そそそそ生法等生法等生法等生法等のののの応急手当応急手当応急手当応急手当のののの普及啓発活動普及啓発活動普及啓発活動普及啓発活動のののの推進推進推進推進

現場におけるバイスタンダーによる応急手当の実施により，救命効果の向上

が期待できることから，自動体外式除細動器（ＡＥＤ
1
）の使用も含めた応急手

当について，消防機関等が行う講習会等，普及啓発活動を推進する。

このため，心肺そ生法に関する基準等の応急手当の知識・実技の普及を図る

こととし，消防機関，保健所，医療機関，日本赤十字社，民間団体等の関係機

関においては，指導資料の作成・配布，講習会の開催等を推進するとともに，

救急の日，救急医療週間等の機会を通じて広報啓発活動を積極的に推進する。

また，応急手当指導者の養成を強力に行っていくほか，救急要請受信時におけ

る応急手当の指導を推進する。さらに，自動車教習所における教習及び取得時

講習，更新時講習等において応急救護処置に関する知識の普及に努めるほか，

交通安全の指導に携わる者，安全運転管理者等及び交通事故現場に遭遇する可

能性の高い業務用自動車運転者等に対しても広く知識の普及に努める。

また，業務用自動車を中心に応急手当に用いるゴム手袋，止血帯，包帯等の

救急用具の搭載を推進する。

加えて，学校においては，中学校，高等学校の保健体育において止血法や包

帯法，心肺そ生法等の応急手当について指導の充実を図るとともに，心肺そ生

法の実習や自動体外式除細動器（AED）の知識の普及を含む各種講習会の開催

により教員の指導力の向上を図る。

エエエエ 救急救命士救急救命士救急救命士救急救命士のののの養成養成養成養成・・・・配置等配置等配置等配置等のののの促進促進促進促進

プレホスピタルケア（救急現場及び搬送途上における応急処置）の充実のた

め，消防機関において救急救命士を計画的に配置できるようその養成を図り，

救急救命士の処置範囲の拡大により可能となった気管挿管，薬剤投与を円滑に
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実施するための講習及び実習の実施を推進する。また，医師の指示又は指導・

助言の下に救急救命士を含めた救急隊員による応急処置等の質を確保するメデ

ィカルコントロール体制の充実を図る。

オオオオ 救助救助救助救助・・・・救急施設救急施設救急施設救急施設のののの整備整備整備整備のののの推進推進推進推進

救助工作車，救助資機材の整備を推進するとともに，救急救命士等がより高

度な救急救命処置を行うことができるよう，高規格救急自動車，高度救命処置

用資機材等の整備を推進する。また，救急業務における消防防災ヘリコプター

の活用を推進する。

さらに，救急医療機関等へのアクセスを改善するため，高速自動車国道にお

ける緊急開口部の整備を推進する。

カカカカ 救助隊員及救助隊員及救助隊員及救助隊員及びびびび救急隊員救急隊員救急隊員救急隊員のののの教育訓練教育訓練教育訓練教育訓練のののの充実充実充実充実

複雑多様化する救助・救急事象に対応すべく救助隊員及び救急隊員の知識・

技術等の向上を図るため，教育訓練の充実を強力に推進する。

キキキキ 高速自動車国道等高速自動車国道等高速自動車国道等高速自動車国道等におけるにおけるにおけるにおける救急業務実施体制救急業務実施体制救急業務実施体制救急業務実施体制のののの整備整備整備整備

高速自動車国道における救急業務については，西日本高速道路株式会社が，

道路交通管理業務と一元的に自主救急として処理するとともに，沿線市町村等

においても消防法（昭和２３年法律第１８６号）の規定に基づき処理すべきも

のとして，両者は相協力して適切かつ効率的な人命救護を行う。

このため，関係市町等と，西日本高速道路株式会社の連携を強化するととも

に，当該市町及び消防機関においても，救急業務実施体制の整備を促進する。

また，本州四国連絡道路においても，救急業務について本州四国連絡高速道

路株式会社との連携を強化するとともに関係市町等も救急業務に万全を期する

よう，その実施体制の整備を促進する。

さらに，西日本高速道路株式会社，本州四国連絡高速道路株式会社及び関係

市町は，救急業務に必要な施設等の整備，従業者に対する教育訓練の実施等を

推進する。

((((2222)))) 救急医療体制救急医療体制救急医療体制救急医療体制のののの整備整備整備整備

アアアア 救急医療機関等救急医療機関等救急医療機関等救急医療機関等のののの整備整備整備整備

救急医療体制の基盤となる初期救急医療体制を整備・拡充するため，休日夜

間急患センターの設置の促進及び在宅当番医制の普及定着化を推進する。また，

初期救急医療体制では応じきれない重症救急患者の診療を確保するため，原則

として医療圏単位に地域設定し，地域内の医療施設の実情に応じた方式（病院

群輪番制）で第二次救急医療体制の整備を図るとともに，重篤な救急患者を受

け入れるための第三次救急医療体制として，複数科にまたがる診察機能を有す

る24時間体制の救命救急センターの整備を進め，評価事業によりその質の向上

を図る。

さらに，救急医療施設の情報を収集し，救急医療情報を提供することにより，

これらの体制が有効に運用されるよう調整を行う救急医療情報センターの整

備・充実を図る。

イイイイ 救急医療救急医療救急医療救急医療にににに従事従事従事従事するするするする医師医師医師医師・・・・看護師等看護師等看護師等看護師等のののの養成等養成等養成等養成等

救急医療に携わる医師を確保していくために，医師の卒前教育や臨床研修に
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おいて，救急医療に関する教育・研修の充実に努める。また，救命救急センタ

ー，二次救急医療機関等で救急医療に従事する医師に対しても，救急患者の救

命率をより向上させるために必要な研修を実施し，その資質の向上を図る。

看護師等についても，看護学校養成所において救急看護領域の知識・技術の

習得に向けたカリキュラムの充実を図るとともに，卒業後においても，救急看

護実践能力の高い看護師育成研修等を実施することにより，救急医療に的確に

対応できる人材の確保を図る。

また，救急そ生法等に関する知識・技術を広く県民に普及啓発するため，

その企画・運営を実施している保健所等行政機関に勤務する保健師等に対し，

指導者講習会を実施し，養成力の維持・向上を図る。

ウ ドクターヘリウ ドクターヘリウ ドクターヘリウ ドクターヘリ事業事業事業事業のののの推進推進推進推進

救急患者への救命医療を救急現場から直ちに行い，救急医療施設へ一刻も早

く搬送し，交通事故等で負傷した患者の救命率の向上や後遺症を軽減させるた

め，ドクターヘリの導入を推進する。

((((3333)))) 救急関係機関救急関係機関救急関係機関救急関係機関のののの協力関係協力関係協力関係協力関係のののの確保等確保等確保等確保等

救急医療施設への迅速かつ円滑な収容を確保するため，救急医療機関，消防機

関等の関係機関における緊密な連携・協力関係の確保を推進するとともに，救急

医療機関内の受入れ・連絡体制の明確化等を図る。

また，特に多くの被害者の生じる大規模な交通事故が発生した場合に備え，災

害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ
1
）の活用を促進する。
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７７７７ 損害賠償損害賠償損害賠償損害賠償のののの適正化適正化適正化適正化をををを始始始始めとしためとしためとしためとした被害者支援被害者支援被害者支援被害者支援のののの推進推進推進推進

交通事故被害者等は，交通事故により多大な肉体的，精神的及び経済的打撃を受

けたり，又は掛け替えのない生命を絶たれたりするなど，大きな不幸に見舞われて

おり，このような交通事故被害者等を支援することは極めて重要であることから，

犯罪被害者等基本法等の下，交通事故被害者等のための施策を総合的かつ計画的に

推進する。

また，交通事故被害者等は，精神的にも大きな打撃を受けている上，交通事故に

係る知識，情報が乏しいことが少なくないことから，交通事故に関する相談を受け

られる機会を充実させるとともに，交通事故の概要，捜査経過等の情報を提供し，

被害者支援を積極的に推進する。

((((1111)))) 自動車損害賠償保障制度自動車損害賠償保障制度自動車損害賠償保障制度自動車損害賠償保障制度のののの充実等充実等充実等充実等

自動車事故による被害者の救済対策の中核的役割を果たしている自動車損害賠

償保障制度については，今後とも，社会経済情勢の変化，交通事故発生状況の変

化等に対応して，その改善を推進し，被害者救済の充実を図る。

アアアア 無保険無保険無保険無保険（（（（無共済無共済無共済無共済））））車両対策車両対策車両対策車両対策のののの徹底徹底徹底徹底

自賠責保険（自賠責共済）の期限切れ，掛け忘れに注意が必要であることを

広報活動等を通じて広く県民に周知するとともに，街頭における指導取締りの

強化等を行い，無保険（無共済）車両の運行の防止を徹底する。

イイイイ 任意任意任意任意のののの自動車保険自動車保険自動車保険自動車保険（（（（自動車共済自動車共済自動車共済自動車共済））））のののの充実等充実等充実等充実等

自賠責保険（自賠責共済）と共に重要な役割を果たしている任意の自動車保

険（自動車共済）は，自由競争の下，補償範囲や金額，サービスの内容も多様

化してきており，交通事故被害者等の救済に大きな役割を果たしているが，被

害者救済等の充実に資するよう，制度の改善及び安定供給の確保に向けて引き

続き指導を行う。

((((2222)))) 損害賠償損害賠償損害賠償損害賠償のののの請求請求請求請求についてのについてのについてのについての援助等援助等援助等援助等

アアアア 交通事故相談活動交通事故相談活動交通事故相談活動交通事故相談活動のののの推進推進推進推進

県，市町村における交通事故相談所等を活用し，地域における交通事故相談

活動を推進する。

(ｱ) 交通事故相談所等における円滑かつ適正な相談活動を推進するため，交通

事故相談所等は，日弁連交通事故相談センター，交通事故紛争処理センター

その他民間の犯罪被害者支援団体等の関係機関，団体等との連絡協調を図る。

(ｲ) 交通事故被害者等の心情に配慮した相談業務の推進を図るとともに，相談

内容の多様化・複雑化に対処するため，研修等を通じて，相談員の資質の向

上を図る。

(ｳ) 交通事故相談所等において各種の広報を行うほか，地方公共団体のホーム

ページや広報誌の積極的な活用等により交通事故相談活動の周知徹底を図り，

交通事故当事者に対し広く相談の機会を提供する。

イイイイ 損害賠償請求損害賠償請求損害賠償請求損害賠償請求のののの援助活動等援助活動等援助活動等援助活動等のののの強化強化強化強化

警察においては，交通事故被害者に対する適正かつ迅速な救助の一助とする

ため，救済制度の教示や交通事故相談活動を積極的に推進する。また，法務局，
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地方法務局及び人権擁護委員が行う人権相談において交通事故に関する人権相

談を取り扱うとともに，日本司法支援センター，交通事故紛争処理センター，

交通安全活動推進センター，法律扶助協会及び日弁連交通事故相談センターに

おける交通事故の損害賠償請求についての相談及び援助に関する業務の充実を

図る。

((((3333)))) 交通事故被害者支援交通事故被害者支援交通事故被害者支援交通事故被害者支援のののの充実強化充実強化充実強化充実強化

アアアア 自動車事故被害者等自動車事故被害者等自動車事故被害者等自動車事故被害者等にににに対対対対するするするする援助措置援助措置援助措置援助措置のののの充実充実充実充実

被害者救済対策事業等については，今後も各事業の内容の見直しを図りつつ，

社会的必要性の高い事業を充実していく。

また，自動車事故対策機構が行う交通遺児等に対する生活資金貸付け及び交

通遺児育成基金の行う交通遺児育成のための基金事業等に対する援助を行う。

さらに，重度後遺障害者に対する救済策を推進するため，自動車事故対策機

構による重度後遺障害者に対する介護料の支給及び重度後遺障害者の治療・看

護を専門に行う療護センターの運営に対する援助措置の充実を行う。

イイイイ 交通事故被害者等交通事故被害者等交通事故被害者等交通事故被害者等のののの心情心情心情心情にににに配慮配慮配慮配慮したしたしたした対策対策対策対策のののの推進推進推進推進

交通事故被害者等の支援の充実を図るため，自助グループの活動等に対する

支援を始めとした施策を推進する。

交通事故被害者等の心情に配慮した相談業務を，警察署の交通相談係，交通

安全活動推進センター，検察庁の被害者支援員等により推進するとともに，関

係機関相互の連携を図り，さらに，民間の犯罪被害者支援団体等との連携を図

る。

警察においては，交通事故被害者等に対して交通事故の概要，捜査経過等の

情報を提供するとともに，刑事手続きの流れ等をまとめた「交通事故被害者の

手引」を作成し，活用する。特に，ひき逃げ事件，交通死亡事故等の重大な交

通事故事件の被害者等については，被疑者の検挙，送致状況等を連絡する被害

者連絡制度の充実を図る。また，死亡事故等の被害者等からの加害者の行政処

分に係る意見聴取等の期日や行政処分結果についての問い合わせに応じ，適切

な情報の提供を図る。

さらに，警察本部の交通指導課に設置した被害者支援係が，各警察署で実施

する被害者連絡について指導を行うほか，自ら被害者連絡を実施するなどして

組織的な対応を図るとともに，交通事故被害者等の心情に配意した対応を適切

に実施するための教養の強化に努める。

検察庁，刑事施設，保護観察所などが連携し，交通事故被害者等に対し，被

害者等通知制度により，事件の処分結果，公判期日，刑事裁判結果，加害者の

処遇状況等に関する情報を提供する。

検察庁においては，被害者支援員を配置し，交通事故被害者等からの様々な

相談への対応，法廷への案内・付添い，検察庁における各種手続の手助けをす

るほか，交通事故被害者等の状況に応じて精神面，生活面，経済面等の支援を

行っている関係機関や団体等を紹介するなどの支援活動を行う。

保護観察所においては，被害者担当官及び被害者担当保護司を配置し，交通

事故被害者等からの相談に応じて，更生保護における被害者等施策の各種手続
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の手助けをするほか，必要な関係機関等を紹介するなど，交通事故被害者等の

心情に配慮した対策を推進する。

また，検察職員に対し，各種研修において，犯罪被害者支援に携わっている

学識経験者等による講義を実施するほか，日常業務における上司による個別の

指導等を通じ，交通事故被害者等の精神的状態等に対する理解の増進に努める

など，交通事故被害者等の心情に配慮した対策の推進に努める。更生保護官署

職員に対しても，各種研修において，交通事故被害者等や被害者支援団体関係

者の講義を実施するなどし，交通事故被害者等の置かれている現状や心情など

について理解を深めるよう努める。
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第第第第２２２２章 鉄道交通章 鉄道交通章 鉄道交通章 鉄道交通のののの安全安全安全安全

２．鉄道交通の安全についての目標

① 乗客の死者数ゼロを目指す。

② 運転事故全体の死者数減少を目指す。

１．鉄道事故のない社会を目指して

○ 鉄道は，多くの県民が利用する生活に欠くこと

のできない交通手段である。

３．鉄道交通の安全についての対策

＜２つの視点＞

① 重大な列車事故の未然防止

② 利用者等の関係する事故の防止

＜８つの柱＞

① 鉄道交通環境の整備

② 鉄道交通の安全に関する知識の普及

③ 鉄道の安全な運行の確保

④ 鉄道車両の安全性の確保

⑤ 救助・救急活動の充実

⑥ 被害者支援の推進

⑦ 鉄道事故等の原因究明と再発防止

⑧ 研究開発及び調査研究の充実
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第第第第１１１１節 鉄道事故節 鉄道事故節 鉄道事故節 鉄道事故のないのないのないのない社会社会社会社会をををを目指目指目指目指してしてしてして

ⅠⅠⅠⅠ 鉄道事故鉄道事故鉄道事故鉄道事故のののの状況等状況等状況等状況等

１１１１ 鉄道事故鉄道事故鉄道事故鉄道事故のののの状況状況状況状況

鉄道の運転事故は，長期的には減少傾向にあるが，平成２２年の徳島県内の発生

件数は３件，死傷者数３人であり，近年は小幅な増減で推移している状況である。

なお，１８年から２２年までの間は乗客の死亡事故が発生しなかった。

２２２２ 近年近年近年近年のののの運転事故運転事故運転事故運転事故のののの特徴特徴特徴特徴

近年の運転事故の特徴としては，踏切障害事故及び人身障害事故で運転事故の

大部分を占めていることが上げられる。

ⅡⅡⅡⅡ 交通安全計画交通安全計画交通安全計画交通安全計画におけるにおけるにおけるにおける目標目標目標目標

①①①① 乗客乗客乗客乗客のののの死者数死者数死者数死者数ゼロゼロゼロゼロをををを目指目指目指目指すすすす。。。。

②②②② 運転事故全体運転事故全体運転事故全体運転事故全体のののの死者数減少死者数減少死者数減少死者数減少をををを目指目指目指目指すすすす。。。。

列車の衝突や脱線等により乗客に死者が発生するような重大な列車事故を未然に防

止することが必要である。また，近年の運転事故等の特徴等を踏まえ，ホームでの事

故等を含む運転事故全体の死者数を減少させることが重要である。

近年は輸送量の伸び悩み等から，厳しい経営を強いられている事業者が多い状況で

あるが，引き続き安全対策を推進していく必要がある。

こうした現状を踏まえ，県民の理解と協力の下，第２節及び第３章第２節に掲げる

諸施策を総合的かつ強力に推進することにより，乗客の死者数ゼロを継続すること，

及び運転事故全体の死者数を減少させることを目指すものとする。
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第第第第２２２２節 鉄道交通節 鉄道交通節 鉄道交通節 鉄道交通のののの安全安全安全安全についてのについてのについてのについての対策対策対策対策

ⅠⅠⅠⅠ 今後今後今後今後のののの鉄道交通安全対策鉄道交通安全対策鉄道交通安全対策鉄道交通安全対策をををを考考考考えるえるえるえる視点視点視点視点

鉄道の運転事故が長期的には減少傾向にあり，これまでの交通安全計画に基づく施

策には一定の効果が認められる。しかし，運転事故はここ数年５件程度の発生しかな

い現状ではあるが，列車の衝突や脱線等が一たび発生すれば，多数の死傷者を生じる

おそれがあること，鉄道事故による死者数が近年は下げ止まりの傾向になっているこ

とから，一層安全で安定した鉄道輸送を目指し，重大な列車事故の未然防止とともに，

利用者等の関係する事故を防止するため，効果的な対策を講ずるべく，総合的な視点

から施策を推進していく。

ⅡⅡⅡⅡ 講講講講じようとするじようとするじようとするじようとする施策施策施策施策

１１１１ 鉄道交通環境鉄道交通環境鉄道交通環境鉄道交通環境のののの整備整備整備整備

鉄道交通の安全を確保するためには，鉄道施設，運転保安設備等について常に高

い信頼性を保持し，システム全体としての安全性を確保する必要がある。このため，

運転保安設備の整備等の安全対策の推進を図る。

((((1111)))) 鉄道施設等鉄道施設等鉄道施設等鉄道施設等のののの安全性安全性安全性安全性のののの向上向上向上向上

鉄道施設の維持管理及び補修を適切に実施する。また，多発する自然災害へ

対応するために，軌道や路盤等の集中豪雨等への対策の強化，駅部等の耐震性

の強化等を推進する。

老朽化が進んでいる橋梁等の施設について，より安全性に優れたものへと計

画的に更新を進める。特に，経営の厳しい地域鉄道については，それぞれが定

めた保全整備計画に基づき，施設，車両等の適切な維持・補修等の促進を図る。

また，安全総点検等の機会を利用した技術面での指導や，研究機関の専門家に

よる技術支援制度を活用する等して技術力の向上についても推進していく。

さらに，駅施設等について，高齢者，障害者等の安全利用にも十分配慮し，

段差の解消,転落防止の効果の高いホームドアを始めとした設備等の整備による

バリアフリー化を引き続き推進する。また, 列車の速度が高く，かつ，１時間当

たりの運行本数の多いホームについて，非常停止押しボタン又は転落検知マッ

トの整備等の安全対策を推進する。

((((2222)))) 運転保安設備等運転保安設備等運転保安設備等運転保安設備等のののの整備整備整備整備

曲線部等への速度制限機能付きＡＴＳ等，運転士異常時列車停止装置，運転状

況記録装置等について，着実にその整備を進める。

２２２２ 鉄道交通鉄道交通鉄道交通鉄道交通のののの安全安全安全安全にににに関関関関するするするする知識知識知識知識のののの普及普及普及普及

運転事故の約９０％を占める踏切障害事故と人身障害事故の多くは，利用者や踏

切通行者，鉄道沿線住民等が関係するものであることから，これらの事故の防止に

は，鉄道事業者による安全対策に加えて，利用者等の理解と協力が必要である。こ

のため，安全設備の正しい利用方法の表示の整備等により，利用者等へ安全に関す

る知識を分かりやすく，適確に提供する。また，学校，沿線住民，道路運送事業者

等を幅広く対象として，関係機関等の協力の下，全国交通安全運動等において広報
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活動を積極的に行い，鉄道の安全に関する正しい知識を浸透させる。

３３３３ 鉄道鉄道鉄道鉄道のののの安全安全安全安全なななな運行運行運行運行のののの確保確保確保確保

重大な列車事故を未然に防止するため，運転士の資質の保持，事故情報及びリス

ク情報の分析・活用，地震発生時の安全対策，気象情報等の充実を図る。また，鉄

道事業者への保安監査等を実施し，適切な指導を行うとともに，万一大規模な事故

等が発生した場合には，迅速かつ適確に対応する。

((((1111)))) 運転士運転士運転士運転士のののの資質資質資質資質のののの保持保持保持保持

運転士の資質の確保を図るため，動力車操縦者運転免許試験を適正に実施する。

また，資質が保持されるよう，運転管理者が教育等について適切に措置を講ずる

よう指導する。

((((2222)))) リスクリスクリスクリスク情報情報情報情報のののの分析分析分析分析・・・・活用活用活用活用

重大な列車事故を未然に防止するため，リスク情報を関係者間において共有で

きるよう，インシデント等の情報を収集・分析し，速やかに鉄道事業者へ周知す

る。また，運転状況記録装置等の活用や現場係員によるリスク情報の積極的な報

告を推進するよう指導する。さらに，国への報告対象となっていないリスク情報

について，鉄道事業者による情報共有化を推進する。

((((3333)))) 気象情報等気象情報等気象情報等気象情報等のののの充実充実充実充実

鉄道交通に影響を及ぼす自然現象を適確に把握し，気象警報・注意報・予報及

び津波警報・注意報並びに台風，大雨，竜巻等の激しい突風，地震，津波等の現

象に関する情報の質的向上と適時・適切な発表及び迅速な伝達に努める。鉄道事

業者は，これらの気象情報等を早期に収集・把握し，運行管理へ反映させること

で，安全を確保しつつ，鉄道施設の被害軽減と安定輸送に努める。

また，気象，地震，津波等に関する観測施設を適切に整備・配置し，維持する

とともに，防災関係機関等との間の情報の共有化やＩＴを活用した観測・監視体

制の強化を図るものとする。さらに，広報や講習会等を通じて気象知識の普及に

努める。

((((4444)))) 鉄道事業者鉄道事業者鉄道事業者鉄道事業者にににに対対対対するするするする保安監査等保安監査等保安監査等保安監査等のののの実施実施実施実施

鉄道事業者に対し，定期的に又は事故の発生状況等に応じて保安監査等を実施

し，施設及び車両の保守管理状況，運転取扱いの状況，乗務員等に対する教育訓

練の状況，安全管理体制等についての適切な指導を行う。また，過去の指導のフ

ォローアップを強化する等，保安監査の充実を図る。

また，主要な鉄道事業者の安全担当部長等による鉄道保安連絡会議を開催し，

事故及び事故防止対策に関する情報交換等を行う。併せて，鉄道事業者の安全管

理体制の構築・改善状況を国が確認する運輸安全マネジメント評価を行う。

((((5555)))) 大規模大規模大規模大規模なななな事故等事故等事故等事故等がががが発生発生発生発生したしたしたした場合場合場合場合のののの適切適切適切適切なななな対応対応対応対応

国及び鉄道事業者における，夜間・休日の緊急連絡体制等を点検・確認し，

大規模な事故又は災害が発生した場合に，迅速かつ適確な情報の収集・連絡を

行う。

また，輸送障害等の社会的影響を軽減するため，鉄道事業者に対し，列車の

運行状況を適確に把握して，乗客への適切な情報提供を行うとともに，迅速な

復旧に必要な体制を整備するよう指導する。
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４４４４ 鉄道車両鉄道車両鉄道車両鉄道車両のののの安全性安全性安全性安全性のののの確保確保確保確保

科学技術の進歩を踏まえつつ，適時，適切に鉄道車両の構造・装置に関する保安

上の技術基準を見直す。また，事故発生時における乗客，乗務員の被害軽減のため

の方策や，鉄道車両の電子機器等の誤動作防止のための方策の検討を行い，その活

用を図る。

５５５５ 救助救助救助救助・・・・救急活動救急活動救急活動救急活動のののの充実充実充実充実

鉄道の重大事故等の発生に対して，避難誘導，救助・救急活動を迅速かつ適確に

行うため，主要駅における防災訓練の充実や鉄道事業者と消防機関，医療機関その

他の関係機関との連携・協力体制の強化を推進する。

６６６６ 被害者支援被害者支援被害者支援被害者支援のののの推進推進推進推進

被害者団体等の参画を得ながら，我が国において求められる交通事故被害者等支

援の内容，事業者・自治体・国等の関係機関における役割分担のあり方，交通事故

被害者等への一元的な窓口機能のあり方，そのために必要とされる制度のあり方な

どについて検討し，我が国の実情に沿った支援の仕組みや体制の整備に向けて必要

な取り組みを行う。

７７７７ 鉄道事故等鉄道事故等鉄道事故等鉄道事故等のののの原因究明原因究明原因究明原因究明とととと再発防止再発防止再発防止再発防止

鉄道事故及び鉄道事故の兆候（インシデント）の原因究明調査を迅速かつ適確に

行うため，調査を担当する職員に対する専門的な研修を充実させ，調査技術の向上

を図るとともに，各種調査用機器の活用により分析能力の向上に努め，もって鉄道

事故の防止に寄与する。また，過去の事故等調査で得られたノウハウや各種分析技

術，事故分析結果等のストックの活用により総合的な調査研究を推進し，その成果

を原因の究明に反映させる。

８８８８ 研究開発及研究開発及研究開発及研究開発及びびびび調査研究調査研究調査研究調査研究のののの充実充実充実充実

鉄道の安全性向上に関する研究開発を推進する。

このため，交通安全環境研究所においては，より安全度の高い鉄道システムを実

現するため，施設，車両，運転等に関する新技術の評価とその効果予測に関する研

究及びヒューマンエラー事故の防止技術に関する研究を行う。また，安全度の高い

新しい交通システムの実用化を促進するため，安全性・信頼性評価に関する研究を

推進する。

また，近年発生した鉄道の重大事故等を踏まえ，鉄道総合技術研究所が行う事故

及び災害時の被害軽減に関する試験研究・技術開発等，安全性の更なる向上に資す

る技術開発を推進する。
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第第第第３３３３章 踏切道章 踏切道章 踏切道章 踏切道におけるにおけるにおけるにおける交通交通交通交通のののの安全安全安全安全

２ 踏切道における交通の安全についての目標

平成２７年までに踏切事故件数「ゼロ」を目指す。

１ 踏切事故のない社会を目指して

踏切事故は，長期的には減少傾向にあるが，

改良すべき踏切道がなお残されており，引き続

き踏切事故防止対策を推進することにより，踏

切事故のない社会を目指す。

３ 踏切道における．踏切道における交通の安全についての対策

＜視点＞

それぞれの踏切の状況等を勘案した効果的対策の推進

＜４つの柱＞

① 踏切道の立体交差化，構造の改良及び歩行者等立体横

断施設の整備の促進

② 踏切保安設備の整備及び交通規制の実施

③ 踏切道の統廃合の促進

④ その他踏切道の交通の安全と円滑化を図るための措置
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第第第第１１１１節 踏切事故節 踏切事故節 踏切事故節 踏切事故のないのないのないのない社会社会社会社会をををを目指目指目指目指してしてしてして

踏切事故は，長期的には減少傾向にある。しかし，一方では，踏切事故は鉄道運転事

故の約３割を占め，また，改良をすべき踏切道がなお残されている現状である。こうし

た現状を踏まえ，引き続き，踏切事故防止対策を総合的かつ積極的に推進することによ

り踏切事故のない社会を目指す。

ⅠⅠⅠⅠ 踏切事故踏切事故踏切事故踏切事故のののの状況等状況等状況等状況等

１１１１ 踏切事故踏切事故踏切事故踏切事故のののの状況状況状況状況

踏切事故（鉄道の運転事故のうち，踏切障害及びこれに起因する列車事故をい

う。）は，長期的には減少傾向にあり，平成２２年の本県での発生件数は 1件，死傷

者数は 1人であり，近年大きな増加はなく，小幅な増減で推移している状況である。

踏切事故は長期的には減少しており，これは踏切道の改良等の安全対策の積極的

な推進によるところが大きいと考えられる。しかし，依然，踏切事故は鉄道の運転

事故の約３割を占めている状況にあり，また，改良するべき踏切道がなお残されて

いる現状にある。

２２２２ 近年近年近年近年のののの踏切事故踏切事故踏切事故踏切事故のののの特徴特徴特徴特徴

近年の全国の踏切事故の特徴としては，①原因別でみると，直前横断によるもの

が半数以上を占めており，また，衝撃物別では自動車と衝撃したものが約５割，歩

行者と衝突したものが約３割を占めている。②踏切道の種類別にみると，発生件数

では第１種踏切道（昼夜を通じて踏切警手が遮断機を操作している踏切道又は自動

遮断機が設置されている踏切道）が最も多いが，踏切道100箇所当たりの発生件数で

みると，第１種踏切道が最も少なくなっていることなどがあげられる。

ⅡⅡⅡⅡ 交通安全計画交通安全計画交通安全計画交通安全計画におけるにおけるにおけるにおける目標目標目標目標

踏切道における交通の安全と円滑化を図るため，県民の理解と協力の下，第２節

に掲げる諸施策を総合的かつ積極的に推進することにより，平成２７年までに踏切

事故件数「ゼロ」を目指すものとする。
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第第第第２２２２節 踏切道節 踏切道節 踏切道節 踏切道におけるにおけるにおけるにおける交通交通交通交通のののの安全安全安全安全についてのについてのについてのについての対策対策対策対策

ⅠⅠⅠⅠ 今後今後今後今後のののの踏切道踏切道踏切道踏切道におけるにおけるにおけるにおける交通安全対策交通安全対策交通安全対策交通安全対策をををを考考考考えるえるえるえる視点視点視点視点

踏切道における交通安全対策について，踏切事故件数，踏切事故による死傷者とも

に減少傾向にあることを考えると，第８次交通安全計画に基づき推進してきた施策に

は一定の効果が認められる。

しかし，踏切事故は，一たび発生すると多数の死傷者を生ずるなど重大な結果をも

たらすものであること，立体交差化，構造の改良，歩行者等立体横断施設の整備，踏

切保安設備の整備，交通規制，統廃合等の対策を実施すべき踏切道がなお残されてい

る現状にあること，これらの対策が，同時に渋滞の軽減による交通の円滑化や環境保

全にも寄与することを考慮し，開かずの踏切への対策等，それぞれの踏切の状況等を

勘案しつつ，より効果的な対策を総合的かつ積極的に推進することとする。

ⅡⅡⅡⅡ 講講講講じようとするじようとするじようとするじようとする施策施策施策施策

１１１１ 踏切道踏切道踏切道踏切道のののの立体交差化立体交差化立体交差化立体交差化，，，，構造構造構造構造のののの改良及改良及改良及改良及びびびび歩行者等立体横断施設歩行者等立体横断施設歩行者等立体横断施設歩行者等立体横断施設のののの整備整備整備整備のののの促進促進促進促進

立体交差化までに時間のかかる「開かずの踏切」等について，効果の早期発現を

図るための構造の改良や歩行者等立体横断施設の整備等を促進する。

また，遮断時間が特に長い踏切等で，かつ道路交通量の多い踏切道が連担してい

る地区等や，主要な道路との交差にかかわるもの等については，抜本的な交通安全

対策である連続立体交差化等により，踏切道の除却を促進するとともに，道路の新

設・改築及び鉄道の新線建設に当たっても，極力立体交差化を図る。

以上の構造改良等による「速効対策」と立体交差化の「抜本対策」との両輪によ

る総合的な対策を促進する。

２２２２ 踏切保安設備踏切保安設備踏切保安設備踏切保安設備のののの整備及整備及整備及整備及びびびび交通規制交通規制交通規制交通規制のののの実施実施実施実施

踏切遮断機の整備された踏切道は，踏切遮断機の整備されていない踏切道に比べ

て事故発生率が低いことから，踏切道の利用状況，踏切道の幅員，交通規制の実施

状況等を勘案し，着実に踏切遮断機の整備を行う。

また，遮断時間の長い踏切ほど踏切事故件数が多い傾向がみられることから，列

車運行本数が多く，かつ，列車の種別等により警報時間に差が生じているものにつ

いては，必要に応じ警報時間制御装置の整備等を進め，踏切遮断時間を極力短くす

る。

さらに，自動車交通量の多い踏切道については，道路交通の状況，事故の発生状

況等を勘案して必要に応じ，障害物検知装置，オーバーハング型警報装置，大型遮

断装置等，より事故防止効果の高い踏切保安設備の整備を進める。

道路の交通量，踏切道の幅員，踏切保安設備の整備状況，う回路の状況等を勘案

し，必要に応じ，自動車通行止め，大型自動車通行止め，一方通行等の交通規制を

実施するとともに，併せて道路標識等の大型化，高輝度化による視認性の向上を図

る。
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３３３３ 踏切道踏切道踏切道踏切道のののの統廃合統廃合統廃合統廃合のののの促進促進促進促進

踏切道の立体交差化，構造の改良等の事業の実施に併せて，近接踏切道のうち，

その利用状況，う回路の状況等を勘案して，地域住民の通行に特に支障を及ぼさな

いと認められるものについて，統廃合を進めるとともに，これら近接踏切道以外の

踏切道についても同様に統廃合を促進する。

ただし，構造改良のうち，踏切道に歩道がないか，歩道が狭小な場合の歩道整備

については，その緊急性を考慮して，近接踏切道の統廃合を行わずに実施できるこ

ととする。

４４４４ そのそのそのその他踏切道他踏切道他踏切道他踏切道のののの交通交通交通交通のののの安全安全安全安全とととと円滑化円滑化円滑化円滑化をををを図図図図るためのるためのるためのるための措置措置措置措置

踏切道における交通の安全と円滑化を図るため，必要に応じ，踏切道予告標，踏

切信号機，歩行者等のための横断歩道橋等の設置，ＩＴの活用による踏切注意情報

の表示や踏切関連交通安全施設の高度化を図るための研究開発等を進めるとともに，

車両等の踏切通行時の違反行為に対する指導取締りを積極的に行う。

また，踏切事故は，直前横断，落輪等に起因するものが多いことから，自動車運

転者や歩行者等の踏切道通行者に対し，交通安全意識の向上及び踏切支障時におけ

る非常ボタンの操作等の緊急措置の周知徹底を図る必要がある。

このため，広報活動等を強化するとともに，学校，自動車教習所等において，踏

切の通過方法等の教育を引き続き推進する。

このほか，踏切道に接続する道路の拡幅については，踏切道において道路の幅員

差が新たに生じないよう努めるものとする。


